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Ⅰ 教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価の概要 

 

 

１ 趣旨 

  地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和 31 年法律第 162 号）第 26 条第１項

の規定に基づき、教育委員会が、その権限に属する事務の管理及び執行の状況について

点検及び評価を行い、その結果に関する報告書を議会に提出するとともに、公表する。 

 

 

２ 点検・評価の対象 

県教育委員会が所管する主要施策で、令和３年度に実施したものを対象とする。 

  

  

３ 点検・評価の方法 

（１）いばらき教育プランの施策体系に基づき、それぞれの取組状況等について、点

検・評価を実施した。 

 

〔施策体系〕 

基本方針１ 社会全体による子どもたちの自主性・自立性の育成 

基本方針２ 確かな学力の習得と活用する力の育成 

基本方針３ 生涯にわたる学習と文化芸術、スポーツ活動の推進 

基本方針４ 誰もが安心して学べる教育環境づくり 

 

地方教育行政の組織及び運営に関する法律（抄） 

 第 26 条 教育委員会は、毎年、その権限に属する事務の管理及び執行の状況につい

て点検及び評価を行い、その結果に関する報告書を作成し、これを議会に提出す

るとともに、公表しなければならない。 

２  教育委員会は、前項の点検及び評価を行うに当たつては、教育に関し学識経験

を有する者の知見の活用を図るものとする。 
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（２）各施策の主要項目について、令和３年度の取組内容、課題・今後の対応、数値目

標の進捗状況を整理した。 

また、各施策における主な事業について評価を実施した。 

なお、いばらき教育プランにおいて言及していない事業については、文末に

「 」と表記した。 

事業の評価は、評価対象年度に期待される事業の成果（期待される数値）に対す

る達成度により、４段階に分類した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）評価の客観性・妥当性を確保するために、教育に関する学識経験者５名より意見

を聴取した。 

 

学識経験者（五十音順、敬称略） 

 

（４）学識経験者からの意見聴取を通し、今年度の報告書内容については、【概ね妥

当】とのことであった。 

  なお、学識経験者からの主な意見については、45 ページ以降に記載のとおりであ

る。 

 

 

 

 

氏名 所属等 分野等 

佐藤 正一 常陸太田市立瑞竜中学校校長 
学校教育分野 

（学校関係） 

杉山 ちひろ 一般社団法人日本ハピラボ協会理事 生涯学習分野 

鈴木 一史 茨城大学教育学部教授 
学校教育分野 

（学力） 

畠山 佳樹 茨城県ＰＴＡ連絡協議会会長 保護者 

三田部 勇 筑波大学体育系准教授 
学校教育分野 

（体力） 

【評価結果】 

４ 期待以上の成果（100％以上） 

３ 概ね期待通りの成果（80～99％） 

２ 期待した成果を下回っている（50～79％） 

１ 期待された成果が上がっていない（50％未満） 
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Ⅱ 教育施策の基本テーマと基本方針 

基本テーマ 
一人一人が輝く 教育立県を目指して 
～子どもたちの自主性・自立性を育もう～ 

 

基本方針１ 

社会全体による子どもたちの自主性・自立性の育成 

○社会を生き抜く力の育成 

○生活習慣・しつけなど家庭の教育力の向上 

○就学前教育の充実 

○豊かな心を育むための道徳教育の推進 

○命を大切にする教育、世代をつなぐ教育の推進 

○開かれた学校づくりの推進 

○青少年の健全育成、情報モラル・情報リテラシーの向上 

○地域コミュニティの再生 

○いばらき教育の日・教育月間の推進 

 

基本方針２ 

確かな学力の習得と活用する力の育成 

○課題解決型等、新たなニーズに対応した教育の推進 

○グローバル社会で活躍できる人材の育成を目指した教育の推進 

○科学技術の集積地である本県の特色を活かした教育の推進 

○郷土教育の充実 

○キャリア教育、職業教育の充実 

○情報活用能力を育てる教育の充実 

○政治的教養教育の推進 

 

基本方針３ 

生涯にわたる学習と文化芸術、スポーツ活動の推進 

○生涯にわたって学び続けることができる環境づくり 

○文化芸術活動の活性化による地域づくり、文化芸術に親しむ環境づくり 

○文化財の保存と活用 

○地域の文化を理解し継承していく取組の推進 

○競技力の向上とスポーツの振興 

○体力づくり、生涯にわたりスポーツに親しむ環境づくり 

○食育、がん教育などの健康教育、薬物乱用防止に関する教育の推進 

 

基本方針４ 

誰もが安心して学べる教育環境づくり 

○学校の適正規模・適正配置の推進、魅力ある学校づくりの推進 

○信頼・尊敬される教員の育成 

○安全・安心な学校施設づくり、ＩＣＴ教育など社会の変化に対応した教

育環境づくり 

○いじめ、暴力行為や不登校等への対応、児童生徒等の安全の確保 

○自立と社会参加に向けた特別支援教育の推進 

○子どもの貧困対策などすべての子どもたちへの学習機会の確保 

○多様性を認め合う社会づくり、男女共同参画についての教育の推進 
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Ⅲ 点検及び評価の結果   
 

１ 社会全体による子どもたちの自主性・自立性の育成 
 

（１）目指す方向 

家庭や地域の教育力の低下が指摘される中、教育の主体となる学校・家庭・地域などが、それ

ぞれの教育力を高め、連携して子どもたちを守り育てることにより、社会全体で子どもたちの自

主性・自立性、規範意識などを育み、人間として生きていく上での基礎力を培います。 

 

（２）取組・課題・今後の対応等 

 

①社会を生き抜く力の育成 

 ・豊かな人間性を育むための体験活動の推進 

・子どもの読書活動の推進 

 ・災害等の危機管理能力の育成 
○：取組   ◇：課題   →：今後の対応 

【令和３年度の取組内容】 

○ 県立青少年教育施設（３施設）において、それぞれの施設の特性を生かした体験活動

の機会を提供した。 
・元気いばらきっ子育成事業 参加者 1,870 人 

○ 県内における体験活動の適地として選定した100箇所の施設の情報を発信するととも

に、施設の活用を図るためスタンプラリーを実施し、知事賞及び教育長賞を授与した。 
・「子どもいきいき自然体験フィールド 100 選」マップの Web 掲載 

・スタンプラリー受賞者 知事賞（30 箇所）：５人、教育長賞（15 箇所）：３人 

○ 県立図書館において、手作り絵本教室等、各種講座の実施により、子どもたちが読書

に親しむ機会を提供した。 

○ 市町村との連携により、３歳児健診時等にブックスタート事業を実施し、親子がふれ

あう家庭での読み聞かせを推進した。 

○ 指導主事等研究協議会等の機会を通じて、各学校における「読書コーナー」の充実に

ついての指導・助言を行った。 

○ 学校教育指導方針の国語（具現化のための取組）の中で、授業と読書指導との関連を

積極的に図ることによる読書の質的・量的な充実を位置付けるとともに、「読書案内リ

ーフレット（小学生版・中学生版）」を活用した読書の推進を呼びかけた。 

○ 学校安全教室推進事業により、県内全ての学校の教職員を対象とした安全教育指導者

研修会を実施し、防災教育に関する指導力の向上を図った。 

○ 特別支援学校において緊急地震速報受信システムを活用した避難訓練を実施するこ

とにより、障害のある児童生徒が主体的に行動するなど防災に対する意識の向上を図っ

た。 

○ 各学校において地域や家庭、行政機関等と連携した避難訓練の実施等の取組を推進す

ることにより、学校の防災力の強化を図った。 

 

【課題・今後の対応】 

◇ 自然体験や生活体験、野外活動など様々な体験活動の推進 

 → 多様な施設を活用した体験活動の充実 

◇ 課題解決型の体験活動の推進 

 → 地域の様々な教育資源を活用し、主体的・対話的で深い学びの視点に立った体験活

動の推進 

◇ 家庭における子どもへの読み聞かせの推進 

 → 「家庭教育応援ナビ」を活用し、読み聞かせの楽しさなどに関する情報を提供 

◇ 児童生徒の読書活動の推進 

 → 電子書籍を活用した読書の在り方の広まりを受けて、「みんなにすすめたい一冊の
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本推進事業」においても電子書籍を冊数に入れることを周知 

 → 研究協議会や学校訪問等で「読書案内リーフレット」の一層の利活用を促し、読書

を質的・量的に充実 

 → 「読書案内リーフレット」に掲載している児童生徒による本の紹介等を活用した学

校図書館の環境を充実 

◇ 学校教職員の防災に関する意識及び指導力の一層の向上 

 → 継続した安全教育指導者研修会の実施と内容の充実 

◇ 自らの命を守るために主体的に行動する態度の育成や安全で安心な社会づくりに貢

献する意識の向上 

 → ワークショップや避難所支援体験等の体験的な防災教育指導方法の開発・普及を継

続して実施 

◇ 学校の防災力の強化及び地域の防災関係機関との連携体制の一層の強化 

 → 定期的な学校安全計画・危機管理マニュアルの見直し 

 → 全ての市町村において、学校防災推進委員会の開催と内容の充実 

 → 全ての学校において、学校防災連絡会議を開催し、地域ぐるみの避難訓練や引き渡

し訓練等、地域と連携した取組を実施 

 

【数値目標の進捗状況】 
 

内容 基準値 
令和３年度 
目標値 

令和３年度 
実績値 

単位 

公立図書館における児童一人あたりの

貸出冊数 

8.5 

（H25） 
9.3 10.9 冊 

学校における地震を想定した避難訓練

の実施率 

96.1 

（H26） 
100.0 96.5 ％ 

 

②生活習慣・しつけなど家庭の教育力の向上 

  ・学校・家庭・地域・企業の連携による家庭教育への支援 

  ・社会全体で家庭教育支援に取り組む機運の醸成 
○：取組   ◇：課題   →：今後の対応 

【令和３年度の取組内容】 

○ 「家庭教育応援ナビ」をリニューアルし、新たにマンガや動画などにより子育てや家

庭教育に関する情報を提供し、より手軽に学べる機会の創出を図った。 
 ＜主なコンテンツ＞  

 ・子育てに役立つマンガ・動画・資料（新規） ・幼児教育関係研修情報（新規） ・研修資料・教材（新規） 

 ・家庭教育コラム（改修） ・子育てに関する相談窓口（改修） ・イベント・講座情報（改修）  

○ 子どもの発達段階に応じた家庭教育支援資料や、子育てや家庭教育に関する動画資料

等を、就学時健診や入学説明会、家庭教育学級等で活用することで、保護者に対し、家

庭教育の重要性を啓発し、学びの機会を提供した。 
 ＜家庭教育支援資料＞ 

 ・子育てアドバイスブック ひよこ  （０～５歳の子をもつ保護者向け） 

 ・子育てアドバイスブック クローバー（就学前～小学４年生の子をもつ保護者向け）  

 ・家庭教育ブック つばさ      （小学４年生～６年生の子をもつ保護者向け） 等 

○ 家庭教育推進員養成研修会を実施し、家庭教育を支援する人材を養成した。 
 ＜家庭教育推進員養成研修会＞ 

 ・基礎セミナー参加者 71 人 

 ・スキルアップセミナー参加者 172 人 

 ・家庭教育推進員登録者数（H21～） 383 人 

○ 乳幼児期のインターネット利用に関する専門的・実践的な研修を新たに行い、現代的

な課題への対応力向上に努めた。 
＜乳幼児期のインターネットセーフティスキルアップ研修会＞ 

 ・参加者 291 人 

○ 社会全体で家庭教育を支援する必要性を踏まえ、国の補助事業を利用し、地域の人材

を活用した訪問型家庭教育等の取組を支援した。また、この取組を広げるため、実施市
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町村の実践事例をまとめ、全市町村へ提供した。 
 ・実施市町村 21 市町村（水戸市、常陸大宮市、高萩市、鹿嶋市、行方市、鉾田市、石岡市、取手市、牛久市、稲敷市、美浦村、

河内町、結城市、下妻市、筑西市、坂東市、桜川市、五霞町、境町 ※実施準備：常総市、小美玉市） 

○ 家庭を訪問する支援員を対象とした研修を行い、また、不登校などの専門家（スーパ

ーバイザー）を市町村に派遣することにより、市町村への支援を充実させた。 
＜訪問型家庭教育支援員養成研修会＞ 

  ・参加者 358 人 

＜専門家の市町村派遣＞ 

  ・10 市町村 19 回 

 

【課題・今後の対応】 

◇ 家庭教育に関する学びの機会の充実 

 → 「家庭教育応援ナビ」の周知と活用促進 

 → 研修会等で活用できる動画や資料の拡充 

◇ 研修体系の見直し 

 → 家庭教育推進員、訪問型家庭教育支援員等を対象とする研修の整理 

・共通研修（家庭教育支援に関する基礎的な知識を学ぶ） 

・専門研修（家庭教育推進員及び訪問型家庭教育支援員の資質向上を目指す） 

◇ 訪問型家庭教育支援の取組の普及・拡大 

 → 国の補助事業（21 市町村）の取組成果等の周知及び取組の普及・拡大 

 

【数値目標の進捗状況】 

内容 基準値 
令和３年度 
目標値 

令和３年度 
実績値 

単位 

県の「スーパーバイザー」の活用等によ

り、不登校等困難な問題を抱える家庭に

対する家庭教育支援体制を構築し、訪問

型家庭教育支援に取り組む市町村の数 

17 

（R1） 
21 21 

市町

村 

  
 

 ③就学前教育の充実 

・幼児教育・保育の充実と小学校教育の連携及び接続 

・特別な教育的支援が必要な子どもへの早期対応 
○：取組   ◇：課題   →：今後の対応 

【令和３年度の取組内容】 

○ 各市町村の保幼小接続及び幼児教育の推進体制作りに向けた人材育成として、各市町

村の幼児教育担当アドバイザーを対象とする市町村幼児教育担当者研修を２回実施し

た。 

また、各幼児教育施設の園内リーダーと各公立小学校の保幼小接続コーディネーター

を対象とする保幼小接続担当者研修を、集合研修や講義動画配信等により４回実施し

た。そのうち、年度末には、新年度の小学校 1年担任に対し、幼児教育での育ちや経験

を踏まえ、入学期の子どもの育ちを円滑につなぐスタートカリキュラムの実践・改善を

促進するため、動画配信による研修を新たに行った。 
＜市町村幼児教育担当者研修＞ 

・参加者 106 人 

＜保幼小接続担当者研修＞ 

・参加者 3,760 人 
○ 幼児教育に関する専門的な知識・技能についての研修として、県内５会場で保育者等

を対象に保育技術専門研修を実施し、幼児教育・保育の質の向上を図った。 

○ 保護者や幼稚園等の特別支援教育に関する様々なニーズに応え、必要に応じて専門家

を派遣し、特別支援教育巡回相談の充実を図った。 
 ・幼児教育施設に対する巡回相談件数 1,919 件 

〇 早期教育相談により、視覚及び聴覚に障害のある乳幼児及びその保護者への支援の充
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実を図った。 

〇 特別な教育的支援が必要な子どもに対する「個別の教育支援計画」等の作成及び校種

間の引継ぎを推進するため、理解啓発資料を活用して、保護者の特別支援教育に関する

理解促進を図った。 

【課題・今後の対応】 

◇ 保育者と小学校教員の相互理解のための相互参観・合同研修会等の実施 

 → 保幼小接続担当者研修の一環としての実施の働きかけ 

 → 市町村からの要請に基づき専門家を派遣し、研修会支援や相談等に対応 

◇ 幼児教育関係課・各団体や大学との連携による就学前教育の充実 

 → 幼児教育研修情報の一覧化、就学前教育関係動画の配信 

◇ 教職員全体への保幼小接続の理解促進 

 → 園内研修・校内研修で活用可能な研修動画等の配信 

◇ 接続カリキュラムの実践及び改善 

 → 研修会等での接続の実践事例の紹介、実践事例集の作成等 

 

【数値目標の進捗状況】 

内容 基準値 
令和３年度 
目標値 

令和３年度 
実績値 

単位 

幼児期の教育と小学校教育の連携・接続

を行う市町村の割合(ステップ３以上) 

22.7 

（H28） 
94.3 100.0 ％ 

 
 

 

 ④豊かな心を育むための道徳教育の推進 

・道徳教育の充実 

・ボランティア活動の推進 
○：取組   ◇：課題   →：今後の対応 

【令和３年度の取組内容】 

＜共通＞ 

○ 心の教育を重視する観点から、幼児教育施設、小・中学校、義務教育学校、中等教育

学校、高等学校及び特別支援学校において、全ての学校教育活動を通じて、豊かな心と

将来への夢を育む教育を推進した。 

＜小・中・特＞ 

〇 道徳の教科化に伴い、「考え、議論する道徳」を実施することにより、よりよく生き

るための道徳性を養うことで、いじめの防止等に関わる態度の育成に向けて取り組ん

だ。 

＜高＞ 

○ 県立高等学校の１年及び県立中等教育学校の第４年次で「道徳」を、県立高等学校の

第２学年及び県立中等教育学校の第５年次で、「道徳プラス」の授業を実施した。 

〇 「道徳」の生徒用テキストの改訂を行った。 

○ 「道徳教育推進事業」により、小中学校における道徳の教科化を踏まえ、高等学校の

道徳教育の充実のための指導事例を作成するとともに、教員を対象とした研究協議会を

開催した。（講義動画視聴者数「道徳」864 人、「道徳プラス」841 人） 

 

【課題・今後の対応】 

＜共通＞ 

◇ 規範意識の育成と公共マナーの向上 

 → いばらき教育月間に合わせ、11月に学校・家庭・地域が合同でさわやかマナーアッ

プキャンペーンを継続 

◇ 学校・家庭・地域が連携した心の教育の推進 

 → 学校だより等により道徳的活動を情報発信 

 → 地域の人材を活かした学習活動を充実 
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＜小・中・特＞ 

◇ 道徳科を要として、学校の教育活動全体を通じて行う道徳教育の充実 

 → 学校行事、特別活動、福祉教育との関連を図るとともに、思いやりや助け合いの心を

育成し、社会の一員としての自覚を高めるための勤労・就業体験活動やボランティア

活動等、社会貢献活動を充実 

 → 学校の教育活動全体を通じて道徳教育の充実を図るとともに、「特別の教科 道徳」

（道徳科）の指導力を高めるための教員研修等を充実 

＜高＞ 

◇ 新学習指導要領に対応した道徳教育の在り方の検討、いばらき版「道徳」、「道徳プ

ラス」の充実 

 → 道徳教育推進委員会からワーキングチームを編成し、「道徳プラス」の内容の充実

を図る。 

 → 道徳教育推進委員は、幅広い視点から道徳教育が考えられるよう、学識経験者、企

業経営者、高等学校ＰＴＡ連合会代表者、青少年育成団体関係者、 校長等、教員、教

育委員会関係者により構成する。その際、新学習指導要領では「公共」や「倫理」の

授業、並びに特別活動が中核的な指導の場面であることが示されていることから、「公

民」を専門とする教員が少なくとも一人が入るように留意する。 

◇ 高校生のボランティア活動の定着 

 → ボランティア活動では、児童生徒のキャリア発達を促す体験活動の充実に向けて、

ボランティアに係わる体験活動を推進 

 

【数値目標の進捗状況】 

内容 基準値 
令和３年度 
目標値 

令和３年度 
実績値 

単位 

生徒の自己肯定感 
54.4 

（H26） 
79.0 76.0 ％ 

  
 

 ⑤命を大切にする教育、世代をつなぐ教育の推進 

・命を大切にする教育の推進 

・家族愛や世代をつなぐ意識の醸成 
○：取組   ◇：課題   →：今後の対応 

【令和３年度の取組内容】 

○ 小・中学校においては、命を大切にすることや、家族とのかかわりについて、生活

科や家庭科、道徳等で指導の充実を図った。 

○ 高等学校では、県立高等学校第１学年及び県立中等教育学校第４年次で実施してい

る「道徳」や県立高等学校第２学年及び県立中等教育学校第５年次で、「道徳プラス」

を実施し、自他の命の大切さや家族愛、世代をつなぐ意識の向上を図った。 

○ 県保健福祉部と連携し、高等学校 10校で「高校生のライフデザインセミナー」を実

施し、生涯の生活設計を主体的に考えられる機会を提供した。 

○ 児童生徒の性に関する知識の定着を図り、性の逸脱行動等を未然に防止するため、

また、異性を尊重する態度を育み、他人を思いやる心を養うため、外部講師を招聘し

ての性に関する講演会の開催を推進した。 

 

【課題・今後の対応】 

◇ 生命を尊重する教育の充実に向けたマネジメントを推進 

 → 学校生活全体を通じ、教科等横断的な視点によるカリキュラム・マネジメント 

 → 生活科や家庭科、道徳等学校教育全体を通じて、家族とのかかわりについての学

習の充実 

◇ 世代を超えた交流体験等の機会 
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 → 小・中学校において、幼児教育施設や高齢者福祉施設等との連携により、乳幼児

や高齢者とのふれあいや交流を行う体験的な学習を推進 

◇ 世代をつなぐ意識の向上 

 → 家族や社会の一員としての自覚をもった果たすべき役割と責任の思考 

 → 自らの生き方を見つめ、生涯にわたる生活設計を主体的に思考 

◇ 体育・保健体育の授業における保健教育の系統的な指導の充実及び特別活動等の時間

に行われる保健教育の充実 

 → 学校保健指導者研修会等の開催による教員の資質向上 

 

【数値目標の進捗状況】 

内容 基準値 
令和３年度 

目標値 
令和３年度 

実績値 
単位 

幼児との交流活動を行っている小学校

の割合 ※隔年調査 

86.8 

（H26） 

92.3 

（H30） 

96.7 

（H30） 
％ 

外部講師による性に関する講演会等の

実施率（小） 

37.5 

（H26） 
50.0 42.6  ％ 

外部講師による性に関する講演会等の

実施率（中） 

83.3 

（H26） 
95.0 84.6 ％ 

外部講師による性に関する講演会等の

実施率（高） 

99 

（H26） 
100.0 93.8  ％ 

 
 

 

⑥開かれた学校づくりの推進 

・地域の人材の積極的な活用と体制づくりの支援 

・地域に向けた情報の発信 
○：取組   ◇：課題   →：今後の対応 

【令和３年度の取組内容】 

○ 県立学校においては、開かれた学校づくりのため、学校長が地域の人材に学校評議員

を委嘱し、教育委員会に報告した。学校の教育活動や校長が行う学校運営について、校

長が学校評議員を通して保護者や地域の有識者等から幅広く意見を聞き、地域の声を一

層把握して適正に学校運営を行った。 

  また、学校・家庭・地域が連携協力して、地域に開かれた学校づくりを進め、よりよ

い教育の実現を図った。 
 ・令和３年度の学校評議員委嘱状況（全評議員数 497 名(特別支援除く) ） 

  (1) 学校評議員の主な構成 

    学校・教育委員会関係者：33.0%、学識経験者：13.3%、企業関係者：13.1%、保護者：8.9 

  (2) １校当たりの学校評議員数 

5 人：76.1% 4 人：18.1% 3 人：4.8% 

  (3) 年齢別構成 30 代：0.4%、40 代：13.1%、50 代：44.1%、60 代：23.7%、70 代：16.5%、80 代：2.2% 

  (4) 男女構成 

    男：81.5%、女：18.5% 

 

【課題・今後の対応】 

◇ 学校評議員会が形骸化せずに学校の活性化につながるような体制の構築 

 → 学校評議員と学校関係者評価委員や教科書選定委員との兼務を促進 

◇ 学校評議員の男女比の偏りの是正 
 → 年度当初の文書で学校評議員の男女比について配慮するよう通知 
   （参考）令和元年度から令和３年度にかけて男女の割合の推移 
       男性 84.2％→82.5％→81.5％ 女性 15.8％→17.5％→18.5％ 
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 ⑦青少年の健全育成、情報モラル・情報リテラシーの向上 

・マナーアップ運動の推進 

・県全体で取り組むインターネット機器利用の家庭のルールづくりの推進 
○：取組   ◇：課題   →：今後の対応 

【令和３年度の取組内容】 

○ 規範意識の高揚や公共マナー、情報モラルの向上を図るため、児童生徒、そして保護

者を対象とした情報モラルに関する講習会を開催するとともに、児童会・生徒会等を中

心とした児童生徒の主体的な活動を展開した。 

○ 小中学校等では話合いシート等を活用した通信機器等の使い方について学校や家庭

で話し合う取組を行い、県立学校ではスマホ家庭のルールづくり運動を継続して行っ

た。 

【課題・今後の対応】 

◇ インターネット機器利用に係る家庭のルールづくりを一層推進 

 → 家庭におけるルールづくりに加え、その見直しが一層推進されるよう、入学説明会

や入学式、授業参観日等、保護者の参加率が高く、関心が集まりやすい機会をとらえ

た講習会や保護者への啓発の継続 

 

【数値目標の進捗状況】 ※次回調査：令和４年度 

内容 基準値 
令和元年度 
目標値 

令和元年度 
実績値 

単位 

家庭におけるインターネット機器利用に

係るルールの作成率（小） 

51.1 

（H25） 
79.1  69.0  ％ 

家庭におけるインターネット機器利用に

係るルールの作成率（中） 

39.6 

（H25） 
73.6  56.8  ％ 

家庭におけるインターネット機器利用に

係るルールの作成率（高） 

14.3 

（H25） 
51.0  51.0  ％ 

家庭におけるインターネット機器利用に

係るルールの作成率（特(中)） 

52.3 

（H25） 
100.0  95.3  ％ 

家庭におけるインターネット機器利用に

係るルールの作成率（特(高)） 

38.4 

（H25） 
100.0 96.6  ％ 

 
 

 

 ⑧地域コミュニティの再生 

・学校を核とした地域の活性化 
○：取組   ◇：課題   →：今後の対応 

【令和３年度の取組内容】 

○ 令和３年５月、第１回市町村教育委員会教育長会議において、コミュニティ・スク

ールの概要、導入に向けた準備について説明を行った。 

○ 令和４年２月、令和３年度コミュニティ・スクール及び地域学校協働活動関係者研

修会において、市町村及び県教育委員会担当者を対象に、文部科学省が派遣するＣＳ

マイスター等の講話や助言をいただいた。「地域とともにある学校」の実現に向けた

コミュニティ・スクールのしくみや、地域学校協働活動の意義、両者の関係性の理解

を深め、コミュニティ・スクールと地域学校協働活動の一体的な推進に関して、関係

者による共通理解を図った。 

○ 令和４年３月１日現在のコミュニティ・スクール設置状況 

  （令和２年度:83 校→令和３年度：168 校） 

   水戸市全小・中・義務教育学校（48 校）、笠間市立岩間第一小学校・岩間第二小

学校・岩間第三小学校・岩間中学校・稲田小学校・稲田中学校・みなみ学園義務教

育学校・笠間小学校・宍戸小学校・友部小学校・北川根小学校・大原小学校・友部

第二小学校・笠間中学校・友部中学校・友部第二中学校（16 校）、那珂市立瓜連小

学校・瓜連中学校（２校）、小美玉市立野田小学校・小川北中学校・小川南小学

 -10- 



 

校・竹原小学校・小川南中学校・玉里学園義務教育学校（６校）、東海村立村松小

学校・照沼小学校・石神小学校・白方小学校・中丸小学校・舟石川小学校（６

校）、高萩市立秋山小学校・秋山中学校・高萩小学校・松岡小学校・東小学校・高

萩中学校・松岡中学校（７校）、牛久市全小・中学校（13校）、河内町立かわち学

園（１校）、日立市全小・中・特別支援学校（41 校）、北茨城市立関本小学校・関

本中学校（２校）、ひたちなか市全小・中・義務教育学校（25 校）、阿見町立阿見

第二小学校（１校） 

○ 高等学校等におけるコミュニティ・スクール調査研究 

令和３年度、那珂湊高校及び石下紫峰高校でコミュニティ・スクール設置。 

 

【課題・今後の対応】 

◇ 地方教育行政の組織及び運営に関する法律改正によるコミュニティ・スクール（学

校運営協議会制度）設置の努力義務化について、各市町村教育委員会への周知 

 → ５月の市町村教育委員会教育長会議や管理職研修会等を通して導入を促進 

   市町村教育委員会担当者を対象にコミュニティ・スクールに関する制度、先行事

例の周知 

   文部科学省によるコミュニティ・スクールマイスター派遣事業の活用を促進 

◇ 県立高等学校等においても、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の改正を踏ま

え、学校と地域が連携・協働し、社会総掛かりでの教育を実現するため、「地域ととも

にある学校づくり」が必要 

 → 令和４年度は、令和３年度設置の２校（那珂湊高校、石下紫峰高校）に加え、新た

に４校（日立第二高校、磯原郷英高校、潮来高校、坂東清風高校を設置する。 

 

⑨いばらき教育の日・教育月間の推進 

・県民全体の運動の活性化 
○：取組   ◇：課題   →：今後の対応 

【令和３年度の取組内容】 

○ 「いばらき教育の日を定める条例」の趣旨を広く県民に周知するとともに、「いば

らき教育の日・教育月間」において、教育シンポジウム等を開催し、県民の教育に対

する関心を高める取組を推進した。 
 ・県や市町村、学校、民間等における取組  参加者数：延べ 1,352,441 人 

○ 教育に関する取組を実施する事業所等を登録し、県の広報媒体で広く県民に紹介す

ることで、企業等における教育への関心を高める取組を推進した。 
・「いばらき教育の日」推進協力事業所：250 企業等・1,749 事業所等 

・企業等の取組参加者数：63,033 人 

 

【課題・今後の対応】 

◇ 「いばらき教育の日・教育月間」をより活性化させるため、企業、ＮＰＯ、民間団

体等による取組を拡大させる必要がある。 

 → 県庁内各課との連携を深め、民間企業、団体等に対する「いばらき教育の日・教

育月間」の普及啓発の協力要請や、「いばらき教育の日」推進協力事業所等登録制

度※の有効活用を図るとともに、社会全体で教育に取り組む環境を創出していく。 
  ※ ｢いばらき教育の日｣推進協力事業所等登録制度：県内の企業や事業所等を対象に「いばらき教育の

日」の普及啓発への協力とともに、自らの持つ教育力を学校教育活動や社会教育活動に貢献する企

業や事業所等を登録する制度（令和 4年 3 月 31 日現在 250 企業等 1,749 事業所等が登録） 

 

【数値目標の進捗状況】 

内容 基準値 
令和３年度 

目標値 
令和３年度 

実績値 
単位 

「いばらき教育の日」推進協力事業所等

登録数 

169 

（H26） 
264 250 企業等 

 

２ 確かな学力の習得と活用する力の育成 
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（１）目指す方向 

   変化の激しい時代をたくましく生き抜いていくため、国公私立の学校を問わず、地域を正しく

理解し、グローバル社会で活躍できる力や最先端の科学技術を担う力等、これからの日本や世界

をリードする人材となるために必要な基礎的・基本的な知識・技能や、自ら課題を発見し解決で

きる能力等、確かな学力の習得と活用する力の育成を図ります。 
 
（２）取組・課題・今後の対応等 
 

①課題解決型等、新たなニーズに対応した教育の推進 

  ・基礎的・基本的な知識・技能の確実な習得と活用する力の育成 

  ・主体性を持って多様な人々と協働して学ぶ態度（主体性・多様性・協働性）の育成 

  ・言語活動の充実 

  ・環境教育、消費者教育、金融経済教育の充実 
○：取組   ◇：課題   →：今後の対応 

【令和３年度の取組内容】 

○ 少人数学級とティーム・ティーチングによる本県独自の少人数教育により、個に応じ

た学習指導を実施した。 

○ 授業の質の向上や担任を持っている教員の負担軽減を図るため、小学校高学年を中心

に、担任を持たない専科指導教員を 44 市町村の小学校 288 校に配置した。 

○ 学校が抱える課題への対応や、教育活動の活性化を図るため、市町村教育委員会と連

携し、児童生徒の実態に応じた支援を行った。 

○ 各種調査結果から見えてきた学力面での課題を解決するモデルとなる重点校を選定

し、国の学力調査官等から直接指導を受けながら、より質の高い授業を実践するととも

に、その授業のオンラインを含めた授業公開することで、県内の多くの学校の授業改善

につなげた。 

○ 指導主事による学校訪問や研修会等をとおして教員の指導力の向上を図った。 

○ 生徒の思考力、判断力、表現力等の育成を目的に、令和３年度の「いばらき高等学校

学力向上推進総合事業」では、幹事校 13 校でＩＣＴを活用した授業実践の研究を行う

とともに、全ての高等学校等 106校で研究リーダーの教諭を中心に授業改善に取り組み、

生徒の思考力、判断力、表現力等の育成を図った。 

  各幹事校で開催される公開授業、全校対象の研修会、研究成果及び実践報告書を教育

情報ネットワークで公開することにより、幹事校及び各学校における成果を周知し、各

学校の授業改善につなげた。 
 
【課題・今後の対応】 

◇ 児童生徒一人一人に応じた学習指導の充実 

 → 習熟度別指導や少人数指導などを取り入れた指導法等の工夫・改善 

◇ 質の高い教育の提供 

 → 担任を持たない専科指導教員の更なる配置 

 → 「授業力ブラッシュアップ動画」を配信し、教員研修で活用 

 → 高度な専門性をもつ外部人材を活用した（英語、プログラミング）遠隔教育の実施 

◇ 目的に応じた読書や、読書の量と質の両面にわたる指導の充実 

 → 指導主事等研究協議会や教育課程研究協議会等で、地域の図書館との連携・促進を

含め、読書活動の推進を周知 

◇ 高等学校等においては、令和４年度からの新学習指導要領の実施に向けて、生徒が生

涯にわたって学び続けることができるよう、生徒の思考力、判断力、表現力等の育成を

図るため、高等学校等の教員の指導力向上及び授業改善を推進 

→ 「いばらき高等学校学力向上推進総合事業」の研究成果を生かし、全ての県立高等

学校において「主体的･対話的で深い学び」の視点からの授業改善を推進 

 

【数値目標の進捗状況】 
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内容 基準値 
令和３年度 
目標値 

令和３年度 
実績値 

単位 

国語の授業の理解度（小学校） 
83.8 

（H26） 
90.0 

    85.1 

(R3)  
％ 

算数の授業の理解度（小学校） 
83.5 

（H26） 
90.0 

    83.2 

(R3)  
％ 

国語の授業の理解度（中学校） 
75.2 

（H26） 
80.0 

    83.2 

(R3)  
％ 

数学の授業の理解度（中学校） 
73.0 

（H26） 
81.4 

    72.4 

(R3) 
％ 

「国語の勉強は好きですか」に肯定的に

答えた児童の割合（小６） 

66.0 

（H27） 
71.0 

    60.2 

(R3) 
％ 

「算数の勉強は好きですか」に肯定的に

答えた児童の割合（小６） 

69.6 

（H27） 
73.0 

    66.1 

(R3) 
％ 

「国語の勉強は好きですか」に肯定的に

答えた生徒の割合（中３） 

64.4 

（H27） 
67.4 

    63.1 

(R3) 
％ 

「数学の勉強は好きですか」に肯定的に

答えた生徒の割合（中３） 

59.4 

（H27） 
64.2 

    55.4 

(R3) 
％ 

学校全体・全教科等で取り組む言語活動

の状況（小） 

93.0 

（H27） 
95.0 

    97.9 

(R3) 
％ 

学校全体・全教科等で取り組む言語活動

の状況（中） 

95.6 

（H27） 
98.0 

   100.0 

(R3) 
％ 

年間 50 冊以上の本を読んだ児童の割合 

（小４～６） 

69.2 

（H26） 
76.2 

64.0 

（R3） 
％ 

 
 

 
②グローバル社会で活躍できる人材の育成を目指した教育の推進 

・外国語による実践的なコミュニケーション能力の向上 

・国際教育の推進のための環境づくり 
○：取組   ◇：課題   →：今後の対応 

【令和３年度の取組内容】 

○ 発達の段階に応じた英語（外国語）教育を実施するとともに、教員の英語力及び指

導力向上のための研修等を実施した。 
 ・小学校：（教員）「小学校英語専科加配教員の先導的なオンライン検証実証事業（国事業）への参加」 

 ・中学校：（生徒）中学２年生対象に「中学生の英語発信力向上事業」を実施 

   〃 ：（教員）英語専門の指導主事のいない市町村で、かつ訪問を希望する市町村教育委員会の学校へ

訪問指導の実施 

 ・高等学校：教員向けに「英語４技能５領域統合型の指導・評価実践研修」「ディベートジャッジ研修」、生

徒向けに「国連グローバルセミナー」「ディベート大会」「高校生英語プレゼンテーションフォーラム」 

○ グローバル社会で活躍できる人財を育成するため、英語の学習意欲の高い中高生を対

象に、インターネットを活用したトップレベルの英語講座や集合研修会、海外大学留学

生との交流プログラム等を実施した。  

 ・ 世界で活躍する人材との交流／講師：川原尚行氏（NPO 法人ロシナンテス代表） 

 ・ イングリッシュキャンプ／３日間（海外大学留学生との交流、模擬国連会議演習

等） 

 ・ RouteH 即興英語ディベート大会への参加 ※オンライン開催 

 

【課題・今後の対応】 

◇ 英語によるコミュニケーション能力の育成 

 → 小学校におけるよりよい授業づくりに向けて、国発行の指導資料の効果的な活用の
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周知、国事業を活用した指導力向上研修を実施 

 → 中学校における新学習指導要領で求められる英語の授業を英語で行うための英語

指導力の向上、生徒の英語発信力を高めるための「英語プレゼンテーションフォーラ

ム」における課題解決型学習を取り入れた計画的な実施を促進 

 → すべての高校で、ディベート活動等の生徒が主体となる言語活動を取り入れた授業

を促進 

◇ 英語力の向上 

 → 「中学生の英語発信力向上事業」の充実 

  ・ 客観的なアセスメントテスト（英検 IBA）の結果を踏まえ、生徒の外部検定試験

への積極的な受験支援（約半数の市町村で補助事業を実施）と呼びかけ 

 → スペシャリスト教員の採用と配置の充実 

  ・ 2019 年度、スペシャリスト（２年以上のＡＬＴの経験を有するネイティブ英語

力の高い日本人）を、義務教育課で５名を採用（４名を小学校英語専科、１名を

中学校へ配置 

  ・ 2019 年度以降、毎年義務教育課でスペシャリストを採用し、小中学校へ配置 

 

  ・ 今後は、配置した域内の質の高い授業の提供とともに、スペシャリストを教員

研修で活用 

◇ 教員の英語力の向上 

 → 中学校英語科教員の指導力及び英語力の向上に向けて以下の取組を実施 

  ・中学校英語科教員の英語力アセスメントテスト（英検準１級程度）の実施  

  ・英語力向上に向けた自主的な学習機会の提供（英語学習アプリ） 

  ・先導的なオンライン研修実証事業（国事業）への参加 15 名 

◇ グローバル社会で活躍できるトップレベルの人財の育成 

 → 思考力やリーダーシップ等を育成するための研修や交流会等の継続した実施 

 

【数値目標の進捗状況】※R3 英語教育実施状況調査（文科省） 

内容 基準値 
令和３年度 
目標値 

令和３年度 
実績値 

単位 

英検３級相当以上の英語力を有すると思

われる生徒の割合（中３） 

38.6 

（H26） 
60.4 53.9 ％ 

県内全中学校英語担当教員の英語力

（「英検準１級程度以上」の割合） 

20.7 

（H26） 
60.0 28.2 ％ 

県内全県立高等学校英語担当教員の英語

力（「英検準１級程度以上」の割合） 

56.7 

（H26） 
75.0 74.3 ％ 

国際交流を実施している高校の割合 
－ 

（H26） 
100.0 94.1   ％ 

  

 令和２年度 令和３年度 令和４年度 計 

小学校 ４ ３ ４ １１ 

中学校 １ ２ １ ４ 

計 ５ ５ ５ １５ 
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③科学技術の集積地である本県の特色を活かした教育の推進 

 ・理数教育の充実 
○：取組   ◇：課題   →：今後の対応 

【令和３年度の取組内容】 

○ 小学校における理科授業の質の向上を目指し、モデル校において理科専科教員によ

る授業を実施するとともに、科学自由研究や科学の甲子園ジュニアなどへの参加をと

おして、探究的な活動の充実を図り、児童生徒の理科に対する関心や意欲を高めた。 

○ 新型コロナウイルス感染症対策のため「科学系コンテスト参加者強化トレーニン

グ」の一部をオンラインで実施した。 

  高校生科学研究発表会を、教育委員会ホームページにおいてオンラインで実施し、

第一線で活躍する研究者から指導や助言を受けることにより、研究内容の一層の深化

を図った。 

【課題・今後の対応】 

◇ 学年が上がるにつれて「理科の勉強が好きですか」の肯定的な回答の割合が下がる

傾向にあるため、興味・関心を高める授業への工夫改善 

 → 県教育研修センターと連携を図り、児童の興味・関心を高める授業において導入

の工夫や教材についての理解を深める研修を行い、教員の指導力を向上 

◇ 科学系コンテストに向けたトレーニングの参加者数の増加 

 → トレーニングの実施回数、内容、日程を高校生が参加しやすいように、各学校の

行事等をより一層考慮して設定 

 

【数値目標の進捗状況】 
 

 

内容 基準値 
令和３年度 
目標値 

令和３年度 
実績値 

単位 

理系大学進学率 
33.2 

（H26） 
36.7 37.5 ％ 

 

④郷土教育の充実 

 ・自国や郷土を正しく理解し、誇りや愛着を育てる教育の推進 
○：取組   ◇：課題   →：今後の対応 

【令和３年度の取組内容】 

○ 楽しみながら、本県の伝統や文化等を学ぶことができるよう、中学２年生を対象にい

ばらきっ子郷土検定を実施した。 
 ・市町村大会 参加校数：241 校  参加生徒数：22,816 人 
 ・県大会   まん延防止等重点措置が適用されたため、オンラインでの交流会に変更し実施 

 ・アンケート結果 茨城県の良さをわかる機会となった：76.7％ 

          茨城県のことを知る機会となった：85.7％ 

 ・公式ツイッターの開設 

 ・ウェブサイトの開設 アクセス数 608,677 件（6,275 件/月） 

〇 小学生がチャレンジできるよう、いばらきっ子郷土検定の小学生用問題をＨＰに掲

載した。 

○ 小中学校では、「社会科」をはじめ、「総合的な学習の時間」や「道徳」などにお

いて郷土に関する教育を行った。 

○ 高等学校等では、世界史、日本史、地理及び道徳の時間において郷土に関する教育

を行った。 

  また、郷土に関する教育を推進するため、令和元年度から、県教育委員会作成の世

界史補助教材「世界の中の茨城」のデータを茨城県教育情報ネットワークからダウン

ロードできるようにし、教育課程研究協議会（オンライン研修）において、その

活用について周知した。 

 

 

 -15- 



 

【課題・今後の対応】 

◇ 郷土に愛着や誇りを持つ児童・生徒の育成 

 → 中学生が本県の伝統や文化等を楽しく学べるよう、いばらきっ子郷土検定の出題問

題の充実やツイッター等による各種情報の発信 

◇ 県立高等学校等において、郷土に関する教育のさらなる推進が必要 

 → 今後は、世界史補助教材「世界の中の茨城」の活用に加え、新学習指導要領で設置

された「歴史総合」での郷土教育を推進し、授業実践事例を各研修会等で紹介 

 
【数値目標の進捗状況】 
 

内容 基準値 
令和３年度 
目標値 

令和３年度 
実績値 

単位 

「郷土に関する意識調査」で「茨城県には

よいところがある」と回答した生徒数の割

合 

75.0 

（H26） 
80.0 84.3 ％ 

 

⑤キャリア教育、職業教育の充実 

 ・キャリア教育の充実 

 ・ものづくりを担う人づくりの推進 
○：取組   ◇：課題   →：今後の対応 

【令和３年度の取組内容】 

○ 研修会等をとおして、各学校におけるキャリア教育の全体計画や指導計画の改善、キ

ャリア・パスポートの活用等について指導・助言し、小学校段階からの組織的・系統的

なキャリア教育を推進した。 

○ 職場体験活動の意義や内容・日々の活動事例を掲載したハンドブックを作成し、保護

者や受入れ事業所への理解・啓発を図った。（公立中学校１年生全員に配付） 

○ 地域や社会をよりよくするための自主的・実践的な課題解決型学習を推進した。 

○ 小学校、中学校、高等学校と体系的・系統的なキャリア教育を行い、小学校では職場

見学、中学校では職業体験、高等学校では就業体験（インターンシップ）と、児童生徒

の発達の段階に応じた指導が定着した。 

○ 高等学校では、新型コロナウイルスの影響により、就業体験（インターンシップ等）

について受入企業の理解のもと、保護者・本人の承諾の上、できる限り実施するよう働

きかけた結果、令和２年度と比較して実施率は向上した。なお､専門学科を中心に行っ

てきたデュアルシステム（学校と企業等の両方で専門的な知識・技術・技能を学ぶ）を

継続して普通科において実施した。茨城東高等学校では、デュアルシステム及びインタ

ーンシップの積極的な取組により文部科学大臣賞を受賞している。 

○ 高い創造意欲を持ち、リスクに対しても積極的に挑戦できる力、アントレプレナーシ

ップ（起業家精神）を育成するため、高校生等を対象に、自分の夢実現や地域の課題解

決に向けた企画立案の募集や、実践活動への支援及びプレゼンテーション大会の開催等

を行った。 
 
【課題・今後の対応】 

◇ （小中学校）児童の発達段階に応じたキャリア教育への取組の充実 

 → 児童の発達段階に応じたキャリア教育やキャリア教育の視点を踏まえた授業づく

りに関する研修会等の充実 

→ 特別活動を要としたキャリア・パスポートを活用した活動等の充実 

 → 児童生徒が地域や社会の課題に目を向け、自身のアイディアを生かして解決策等を

考え、学校外へ向けて提案・実践する取組の充実 

◇ （高等学校）学校の教育活動全体を通じたキャリア教育の充実 

 → 生徒が、自らの学習状況やキャリア形成を見通したり、振り返ったりできるポート

フォリオ的な教材（キャリアノート）の作成と活用の推進 
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 → インターンシップ､デュアルシステムは､新型コロナウイルスの影響もあり、受入企

業の理解のもと、保護者・本人の承諾の上、できる限り実施していく。事業所の受入

が難しい場合は、代替方法として、オンラインで事業所の担当者から事業内容の説明

を聞くなど、生徒が地域の企業等を理解する機会を積極的に作っていく。 

◇ 児童生徒一人一人の社会的・職業的自立に向けて、学校内外を通じて体験的な活動の

充実を図り、社会や職業との関連を重視したキャリア教育・職業教育を推進 

 → キャリア教育を十分に展開するため、学校が家庭や地域・社会、企業、職能団体の

関係機関、ＮＰＯ等と連携した取組を推進するとともに、地域の担い手となる人材の

育成に取り組む先進的な事例等の県全体への普及を促進 

◇ 高校生等のアントレプレナーシップ（起業家精神）を育成  

 → より多くの高校生等が課題解決に向けた企画立案・実践活動に取り組めるよう、事

業スケジュールの見直しや企画提案書の簡素化、教員向けのスタートアップ講座開設

等 

 

【数値目標の進捗状況】 

 
 
 

内容 基準値 
令和３年度 
目標値 

令和３年度 
実績値 

単位 

インターンシップに参加した生徒のいる

全日制高等学校の割合 

89.4 

（H26） 
96.5 54.4 ％ 

職場体験を３日以上実施している中学校

の割合 

65.8 

（H26） 
－ － ％ 

IBARAKI ドリーム・パス事業への応募企

画数 

104 

(R2) 
130 190 件 

 

⑥情報活用能力を育てる教育の充実 

・情報活用能力を育てる教育の充実 
○：取組   ◇：課題   →：今後の対応 

【令和３年度の取組内容】 

○ 学習指導要領において、情報活用能力は、「言語能力、問題発見・解決能力等の学習

の基盤となる資質・能力」と示されていることから、各学校種において情報活用能力の

育成に向けた取組が推進されるよう、学校教育指導方針説明会や教育課程研究協議会、

１人１台端末とネットワーク環境の利活用に関する教員のスキルアップ研修等を通じ

て教員の指導力向上と児童生徒への指導の徹底を図った。 

  高等学校においては、共通教科情報科を中心としつつ、全ての教科・領域及び課外活

動等において、生徒が情報モラルを身に付け、コンピュータや情報通信ネットワーク等

の情報手段を適切かつ実践的に活用できるようにするための学習活動の充実を図った。 

○ 全国トップレベルのプログラミング能力を有する中高生を育成するため、優秀な生徒

40 名を選出し、オンライン学習サービスや SNS を活用した参加者専用のコミュニティ

の構築等を行ったほか、プログラミングに興味がある中高生を支援し、プログラミング

の裾野を拡大するため、オンラインで学習できる環境を提供し、初心者向けのオンライ

ン研修会等を実施した。  

 

【課題・今後の対応】 

◇ 学習指導要領の改正（小学校：令和２年度、中学校：令和３年度、高等学校：令和４

年度）に伴い、情報活用能力の育成のためにＩＣＴ等を活用した学習の充実を図る。 

 → ＩＣＴ機器の効果的な活用方法を発信・共有し、「個別最適な学び」と「協働的な

学び」の実現を図る。 

◇ 令和３年度の「学校における教育の情報化の実態等に関する調査結果」では、高等学

校における教員の「授業にＩＣＴを活用して指導する能力」の「できる」若しくは「や

やできる」と回答した教員の割合は 73.5%である。（全国平均 74.9%） 
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 → 高等学校では、各県立高等学校等の情報科教員を対象とする「情報科教育研修講座」

（教育研修センター主催、悉皆研修）を充実させ、教員のＩＣＴ活用指導力を向上 

 → 「いばらき高等学校学力向上推進総合事業」において生徒の思考力・判断力・表現

力を育むための学習を充実させるＩＣＴの活用方法などを研究した成果を広く周知

することで、教員のＩＣＴ活用指導力の向上及びＩＣＴを活用した授業改善を積極的

に推進 

◇ 高度情報社会を支えるＩＴ人材の裾野拡大  

 → 令和４年度から実施される教科「情報Ⅰ」や、アプリ開発等の実用的な知識・技能

を身につける機会の提供による、プログラミング等に関する教育の更なる充実 

 

⑦政治的教養教育の推進 

・政治的教養を育む教育の推進 
○：取組   ◇：課題   →：今後の対応 

【令和３年度の取組内容】 

○ 教育課程研究協議会において、令和４年度から成年年齢が 18 歳へ引下げられること

を受けて、総務省の『私たちが拓く日本の未来』や県が出している『県立高等学校等に

おける政治的教養を育む教育の推進のためのガイドライン』を活用し、主権者教育の推

進について周知した。 

 

【課題・今後の対応】 

◇ 選挙権を有する者の年齢が満 18 歳に引下げられたことや、令和４年度から成年年齢が

18 歳へ引下げられることを踏まえ、生徒の自主性・自立性の育成を図る教育をさらに充

実させることが必要 

 → 令和４年度から新設される公民科の「公共」において、生徒自身が選挙をはじめ社会

生活を営む上で直面する選択や判断の場面で手掛かりとなる概念や理論を学び、それ

を基礎として、特別活動において、社会の創り手となるため、「自己決定」、「社会参加」

を含む実践的活動を行うという流れを確立し、生徒の自主性・自立性を育成する教育

を推進 
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３ 生涯にわたる学習と文化芸術、スポーツ活動の推進 
 
（１）目指す方向 

   生涯にわたり学べ、スポーツに親しめる環境を整備するとともに、文化振興条例に基づ

き、総合的な文化振興の推進に努めるなど、心豊かな県民生活の実現を図ります。 

   また、体力づくりや食育、がん教育等の健康教育の推進により、生涯にわたりいきいきと

活躍できる健やかな体の育成を図るとともに、競技力の向上やスポーツの振興を図ります。 
 
（２）取組・課題・今後の対応等 

 

①生涯にわたって学び続けることができる環境づくり 

・生涯学習・社会教育推進体制の充実 

・生涯学習ボランティア育成と活性化 

・県民の自主的な学習と学習成果の活用促進 

・県民の読書活動の推進 
○：取組   ◇：課題   →：今後の対応 

【令和３年度の取組内容】 

○ 現代的課題への対策や人づくり・地域づくりの推進を図るため、県民の学習ニーズに

対応した学習機会の提供を図った。 

○ 各生涯学習センター設置の「生涯学習ボランティアセンター」において、各地域のボ

ランティア活動を推進するとともにボランティアに関するホームページ「スマイルステ

ーション」のマッチング機能等を改修し、利便性の向上を図った。 

○ 学識経験者や各生涯学習センター等による調査研究委員会を設置・開催し、社会教育

施設における ICT の整備・活用状況について質問紙調査を実施した。 

○ 市町村立図書館との連携による遠隔地貸出サービス対象館を増やし、利用者の利便性

の向上を図った。 

 

【課題・今後の対応】 

◇ 県民の学習ニーズに対応した現代的課題対策等に関する学習機会の提供 

 → 大学等の研究者や高度な知識・技術をもつ専門家等を講師として、社会の要請に関

する内容を中心に、学んだことが「ひとづくり」「つながりづくり」「地域づくり」

につながるような講座を実施 

 → 生涯学習ボランティアセンター」におけるボランティアの育成及び「スマイルステ

ーション」の周知・活用による、生涯学習ボランティア活動の促進 

◇ 県域の生涯学習の現状や現代的・地域課題についての調査・分析 

 → 令和３年度実施の『社会教育施設における ICT の整備・活用状況』質問紙調査を分

析し、先進的な取組を行っている施設へヒアリング調査を実施 

◇ 市町村図書館等との連携強化による県民の読書活動の推進 

→ 利用者サービスの向上や読書活動の活性化を図るため、市町村図書館等との連携を

強化することで県民が求める資料を適切に提供するとともに、市町村図書館等による

学校図書館支援や県内各地で活躍している読み聞かせ団体の活用促進 

 

 

【数値目標の進捗状況】 

内容 基準値 
令和３年度 
目標値 

令和３年度 
実績値 

単位 

生涯学習ボランティア派遣人数 
2,365 

（H26） 
5,280 6,213 人 

県民による自主的学習団体・グループ数 
753 

（H26） 
870 722 団体 
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ボランティア講師・団体育成数 
106 

（H26） 
216 330 件 

図書貸出冊数（県民１人当たり） 
5.5 

（H26） 
6.1 4.7 冊 

  
 

②文化芸術活動の活性化による地域づくり、文化芸術に親しむ環境づくり 

・幼い頃から文化芸術を鑑賞、体験する環境づくり 

・学校教育における文化芸術活動の充実 

・美術館・博物館を活用した文化芸術の振興 

・オリンピック・パラリンピック文化プログラムの推進 

・文化振興施策の総合的な推進 

 
○：取組   ◇：課題   →：今後の対応 

【令和３年度の取組内容】 

○ 県立美術館・博物館において、新型コロナウイルス感染症の予防対策を講じながら、

子どもたちも楽しめる展示や親子を対象としたワークショップ等を県立美術館・博物館

において開催した。 

○ 小中学校芸術祭や高等学校総合文化祭の開催に加え、学校において優れた舞台芸術の

鑑賞や芸術家から直接指導を受ける機会を提供した。 

○ 県立美術館・博物館において、それぞれ特色を生かした展示活動や普及活動を行うと

ともに、学校や企業等と連携し、校外学習や総合的な学習の時間等における利用促進を

図った。 

〇 YouTube 等 SNS を活用した企画展示内容の PR 動画の配信など、広報活動を実施した。 

〇 オリンピック・パラリンピックに向けて、県立美術館・博物館の魅力ある展示等によ

り本県の魅力をアピールした。 

〇 県文化振興条例の趣旨を踏まえ、様々な取組により、本県文化の一層の振興を図った。 

 

【課題・今後の対応】 

◇ 県立美術館・博物館における魅力ある企画展の開催や普及事業の実施、広報活動の拡

充 

 → 文化庁助成金の活用や県内外の美術館・博物館、企業等との連携等により、県民ニ

ーズを踏まえた魅力ある企画展の開催や普及事業の実施 

 → 一部の美術館や博物館で実施したワークショップ動画の YouTube 配信や館ホーム

ページでのバーチャルリアリティ映像公開のさらなる拡充や、学校における活用等に

ついて研究・検討 

◇ 学校教育における文化芸術活動の充実 

 → より満足度の高い「小中学校芸術祭」及び「高等学校総合文化祭」を諸団体と協力

して開催 

 → 優れた舞台芸術を鑑賞したり芸術家から指導を受ける機会の拡充 

 

【数値目標の進捗状況】 

 令和３年度は、新型コロナウイルス感染症による非常事態宣言下での臨時休館やまん延

防止のための入館制限等の影響により、利用者数は前年度に比べ増加したものの、感染拡

大前の令和元年度実績を２年連続で下回っている。 

内容 基準値 
令和３年度 
目標値 

令和３年度 
実績値 

単位 

県立美術館・博物館の利用者数（累計） 
1,102 

（H26） 
1,158 603 千人 
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③文化財の保存と活用 

  ・文化財の保存と活用 
○：取組   ◇：課題   →：今後の対応 

【令和３年度の取組内容】 

○ 茨城県指定文化財については、古文書「岡澤文書」、歴史資料「紙本墨書聖護院道興

筆天神名号」を指定した。また、令和４年度の県指定に向けて、各市町村からの推薦に

基づく調査を行い、価値付けを行った。 

 

【課題・今後の対応】 

◇ 文化財所有者の高齢化に伴う継承者不足の問題（文化財の保存・維持が困難）の深刻

化 

 → 所有者及び市町村と協議しながら、活用を含めた文化財保存のあり方（保存活用計

画の作成）を検討 

◇ 地元の文化財が国指定文化財に新規指定されることによる県民の文化財への興味・関

心の高揚 

 → 県指定文化財等の優れた物件について、市町村と連携を図りながら、国へ調査等の

要請を実施 

 

【数値目標の進捗状況】 

内容 基準値 
令和３年度 
目標値 

令和３年度 
実値 

単位 

国指定文化財の指定件数 
120 

（H26） 
126 130 件 

 
 

 

 ④地域の文化を理解し継承していく取組の推進 

  ・地域に根ざした伝統文化の継承 
○：取組   ◇：課題   →：今後の対応 

【令和３年度の取組内容】 

○ いばらきの郷土民俗芸能アーカイブス（動画）を YouTube で配信し、文化財の普及啓

発や愛護精神の醸成を図った。 

○ 新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、茨城県文化財保存活用セミナーを

YouTube の動画配信で実施した。 

 

【課題・今後の対応】 

◇ With コロナ時代に即した無形民俗文化財の公開 

  国及び県指定の無形民俗文化財 35 件を対象として映像の収集に努めたが、デジタル

データを所有している市町村や団体が少なく、またコロナ禍の影響などで行事等の実施

が困難で、新たに映像を収録することも困難であったため、収集・公開できたものは 9

件にとどまっている。 

 → コロナ禍の収束後に再び行事等が催されるのを見据えて、今後も国・県指定無形民

俗文化財の映像収集に努める。収集できた映像を YouTube に公開し、郷土民俗芸能の

魅力を県民に発信する。 

 → 市町村指定の無形民俗文化財（124 件）まで収集対象を拡大し、With コロナ時代下

で文化を保存していくために、行事等そのものの映像だけでなく、スライドショーの

動画や文化財の紹介動画なども対象とすることを検討 

 

◇ 文化財愛護精神の醸成 

 → 市町村の文化財担当者向けに文化財の保存活用に関する講演会や所有者の取組紹

介等をする機会を設けていくことで、ひいては県民の文化財愛護精神を醸成 
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【数値目標の進捗状況】 

内容 基準値 
令和３年度 
目標値 

令和３年度 
実績値 

単位 

いばらきの郷土民俗芸能アーカイブス（動

画）の公開件数 

０ 

（R3） 
10 ９ 件 

 
 

 

⑤競技力の向上とスポーツの振興 

・トップアスリートの育成やジュニアアスリートの発掘・育成を中心とした選手強化 

・スポーツ関係団体との連携強化 
○：取組   ◇：課題   →：今後の対応 

【令和３年度の取組内容】 

○ トップアスリート育成モデル事業として、バスケットボール競技、サッカー競技を指

定し、年代別の選手を発掘・育成するシステムを確立するとともに、プロチームや大学

等と連携して練習会等を実施し、専門的な知識や技術の習得を図った。 
 ・バスケットボール競技：年代別強化練習会等 27 回実施 

 ・サッカー競技：大学やプロチームと連携した強化練習会等 36 回実施 

         「IBARAKI Next Generation Match2021」の開催 

○ 育成システムのロールモデルについて、成果や課題を共有する研修会を開催し、各競

技団体への波及を図った。 

○ 県内の小学４年生を対象として運動能力測定会を実施し、その結果を基に総合的に判

断し、第２期生育成選手 36 名（男子 18 名、女子 18 名）を選考した。 
 ・運動能力測定会：４回実施（応募者数 504 名、参加者数 446 名） 

○ 令和２年度に選考した第１期生育成選手（30名）と令和３年度選考の第２期生育成選

手（36 名）及びその保護者に対して、トレーニング方法や栄養学講座、競技体験などの

育成プログラムを実施し、アスリートを目指すための知識や技術の習得を図った。 
 ・第１期生…10 回実施（競技体験、食育、身体能力プログラム、保護者サポートプログラム等） 

 ・第２期生…４回実施（トップアスリート交流プログラム、スポーツ医科学、競技体験等） 
○ 各競技団体が選手の発掘と競技の普及を図ることを目的とし、ジュニア世代を対象と

した練習会等を実施し、選手育成を行った。 
 ・各競技団体：練習会 353 回実施 

○ トップレベルのコーチを招へいし、指導方法の研修会や競技指導を行い、指導者の指

導力向上と選手の競技力向上を図った。 
 ・各競技団体：138 回実施 
 

【課題・今後の対応】 

◇ ジュニアアスリートの発掘・育成を中心とした選手強化 

 → 全国、世界で活躍するトップアスリートを輩出するため、県スポーツ協会及び各

競技団体等の関係団体と連携した発掘・育成システムの構築 

 → 育成選手の選考方法及び育成プログラム内容の精選 

 

【数値目標の進捗状況】 

内容 基準値 
令和３年度 
目標値 

令和３年度 
実績値 

単位 

全国高等学校総合体育大会等での優勝数 
３ 

（H30） 
６ ８ 種目 
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⑥体力づくり、生涯にわたりスポーツに親しむ環境づくり 

・学校体育の充実 
○：取組   ◇：課題   →：今後の対応 

【令和３年度の取組内容】 

○ 「子どもの体力向上支援事業」において、コロナ禍における体育授業の工夫改善及

び休み時間等の効果的な活用、家庭との連携を図りながら、学校教育全体を通じて体

力の向上に取り組んだ。その事業の一つ「体力アップ推進プラン」の策定では、全校

が児童生徒の実態に応じた目標を立て、学校や家庭でプランを実践し、見直しを図る

など、ＲＰＤＣＡサイクルに基づく取組を実施した。 

  また、県内の大学と連携して、大学教授等を「体育授業アドバイザー」として小・

中・高等学校に派遣し、体育・保健体育の授業の充実を図った。 

  加えて、県内外の大学と連携して、大学生等を「体育授業サポーター」として小学

校に派遣し、運動の実技示範や補助を行うとともに児童と一緒に活動することで、体

育授業の充実を図った。 

  さらに、全身運動を伴う縄跳びなどの８種目の記録を、インターネット上のコンテン

ツを活用して、学校やグループ間で競い合う「スポーツチャレンジ」を推奨し、ゲーム

感覚で体力の向上を推進した。 

○ 学校体育指導資料「小学校：陸上運動系の指導計画及び実践例 中学校：ＩＣＴを活

用した授業実践例 高等学校：陸上競技、球技の指導計画及び実践例」を作成し、教育

委員会ホームページに掲載することで、体育指導での活用を促した。 

○ 感染症対策を徹底するため、部活動の制限を行った。運動機会の減少による児童生徒

の体力低下を防ぐため、県教育委員会ホームページに「体力アッププロジェクト」とし

て、基本動作から発展的な短時間動画を４種目 25 本掲載し、家庭での運動継続を推奨

した。 

 【課題・今後の対応】 

◇ コロナ禍における運動の制限や機会減少への対応 

→ 感染症対策を踏まえた体力テストの実施方法や体育授業の実践例を学校体育指導

資料に掲載、活用を促進 

◇ 学校教育活動全体を通じた体力づくりへの効果的な取組の推進 

 → 体力テストの結果が出る７月～８月に自校の児童生徒の体力を分析し、各学校が

「体力アップ推進プラン」を策定・実践するＲＰＤＣＡサイクルに基づいた取組の充

実 

 → 広報誌等に「体力アッププロジェクト」を掲載し、広く周知することで、学校や家

庭での運動への取り組みの推奨 

 → 学校体育指導者講習会や体育主任研修会等による、運動が苦手な児童生徒への手立

て等、効果的な指導方法を学ぶ機会の充実 

◇ 休み時間や放課後等における運動の習慣化の推進 

 → インターネット上のコンテンツを活用し、縄跳び等の全身運動を伴う各種ゲームを

競い合うことができる「スポーツチャレンジ」の実践 

◇ コロナ禍における安全安心な部活動の実施 

 → 手洗いの徹底や室内の活動におけるこまめな換気等、感染症対策の徹底 

 → 感染拡大中における感染リスクの高い活動の一時的な制限 

 → 中体連、高体連等と連携した、生徒が安心して大会に参加できる環境づくり 

 

【数値目標の進捗状況】 

内容 基準値 
令和３年度 
目標値 

令和３年度 
実績値 

単位 

体力テストにおける段階別総合評価Ａ＋Ｂ

の割合 

55.0 

（H26） 
60.0 48.0 ％ 

週３日以上授業以外で、運動（遊び）・ス

ポーツを実施している児童の割合 

35.0 

（H26） 
40.0 35.7 ％ 
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⑦食育、がん教育などの健康教育、薬物乱用防止に関する教育の推進 

・食に関する指導と学校給食の充実 

・学校保健と健康教育の充実 
○：取組   ◇：課題   →：今後の対応 

【令和３年度の取組内容】 

○ 栄養教諭や給食主任、市町村担当者等の研修会において、食に関する専門家を活用し

た授業や給食の時間における食に関する指導を積極的に行うよう働きかけた。 

○ 栄養教諭等や市町村担当者に対し、研修会等様々な機会において地場産物を活用する

よう働きかけ、意識の向上を図った。 

○ 茨城県総合がん対策推進計画に基づき、児童生徒ががんに関する正しい知識やがん患

者に対する正しい理解を深めるとともに命の大切さを再認識するため、がん教育推進協

議会を開催し、学校におけるがん教育の在り方について検討した。 
  また、児童生徒対象のがん教育講演会及び高等学校教員対象のがん教育指導者研修や

医師による外部講師を活用した授業の実践事例及びその効果等に関する講義をとおし

て各高等学校における「がん教育」の充実を図った。 

○ 第五次薬物乱用防止五か年戦略に基づき、全ての公立中学校及び県立高等学校に対し

て、薬物乱用防止教室の開催を働きかけるとともに、公立小学校においては保護者を交

えた開催を働きかけた。同教室の開催に際しては、警察職員や学校薬剤師、薬物乱用防

止指導員等に協力を要請し、指導の充実を図った。 

〇 学童期からの口腔の健康を維持することを目的に、小学校でのフッ化物洗口の推進を 

図るため、５市町村の小学校各１校を選定し、試験的導入を行った。 

 

【課題・今後の対応】 

◇ 食に関する専門家には栄養教諭や養護教諭も該当するが、授業において効果的に活用

されていない一面がある。 

 → 指導主事研究協議会や栄養教諭等研修会において、具体的な活用場面や実践例を示

し、効果的活用を促進する。 

◇ 市町村の中には地場産物の活用率が低い自治体があり、給食費との兼ね合いから地場

産物の積極的な活用が難しい。 

 → 今後も、生産者や学校給食会等の各関係機関と連携を図るとともに各研修会におい

て、地場産食材の利用について、栄養教諭等や各市町村に働きかけていく。 

◇ 体育・保健体育及び学級活動や道徳、総合的な学習の時間等における発達段階に応じ

たがん教育の充実 

 → 外部講師研修会の開催や講師の確保に向けて県保健福祉部局やがん拠点病院等と連

携を図っていく。  

 → 令和４年度は、小学校教員を対象とした指導者研修会を開催する。 

   また、児童生徒対象の講演会を拡充していく。 

◇ 体育・保健体育の授業における保健教育と他教科や学校行事等を関連させた保健教育

の充実 

 → 公立中学校及び県立高等学校における外部講師を活用した薬物乱用防止教室の開催

及び公立小学校における保護者を交えた同教室の開催の働きかけ 

 → 確実な実施のための学校保健計画への位置付け 

◇ 小学校におけるフッ化物洗口の実施を始めたばかりであり、フッ化物洗口への正しい 

理解が不十分である。  

→ 学校及び保護者のフッ化物洗口への正しい理解を図るとともに、関係者の連携のも  

とに安全で円滑なフッ化物洗口が実施できるように働きかけていく。 
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【数値目標の進捗状況】 

内容 基準値 
令和３年度 

目標値 
令和３年度 
実績値 

単位 

食に関する専門家等を活用した授業を実施

している学校の割合（中学校） 

55.5 

（H25） 
100.0 87.9 ％ 

学校給食における地場産物活用割合（品目

数ベース） 

44.5 

（H26） 
50.0 67.4 ％ 

外部講師による薬物乱用防止教室の実施率

（小） 

90 

（H26） 
100.0 82.6 ％ 

外部講師による薬物乱用防止教室の実施率

（中） 

97.8 

（H26） 
100.0 90.8  ％ 

外部講師による薬物乱用防止教室の実施率

（高） 

100 

（H26） 
100.0 92.8  ％ 
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４ 誰もが安心して学べる教育環境づくり 

 
（１）目指す方向 

   少子化の進展等時代の変化に対応した魅力ある学校づくりの推進を図るとともに、信頼・

尊敬される教員の育成や、ＩＣＴ教育の推進、問題行動への対応、児童生徒等の安全の確保

を進めます。また、自立と社会参加に向けた特別支援教育の推進、家庭の経済状況等に関わ

らずすべての子どもが等しく学習することのできる機会の確保、人権教育の推進等を図りま

す。 

 
（２）取組・課題・今後の対応等 

 

①学校の適正規模・適正配置の推進、魅力ある学校づくりの推進 

・市町村立小中学校の適正規模・適正配置等の推進 

・高校教育改革の推進 
○：取組   ◇：課題   →：今後の対応 

【令和３年度の取組内容】 

○ 学校規模の適正化に取り組む市町村に対して、遠距離通学費等に対する補助や教員の

加配を実施した。 

  また、学校統合事例集や小規模校における特色ある取組をまとめた事例集を作成して

県のＨＰに公表することにより、市町村へ情報提供を行った。 

○ 県立高等学校改革プラン実施プランⅠ期第１部に基づき、令和３年度に併設中学校２

校（水戸一・土浦一）及び勝田中等教育学校を新設した。 

○ 令和４年度に新設する併設中学校２校（下妻一・水海道一）の開校に向け、開設準備

委員会等において教育内容等を検討した。 

○ 令和４年度に２校（石下紫峰・結城一）で開始する外国人生徒への支援体制や令和５

年度に開校するサイエンス専科高校（つくば工科の改編）及びＩＴ専科高校（友部の改

編）の教育内容や施設整備等を検討した。 

 

【課題・今後の対応】 

◇ 学校の適正規模・適正配置等を推進 

 → 学校規模の適正化に取り組む市町村に対して支援を実施 

 → 統合校及び小規模校に関する事例集作成による情報提供 
    ・小規模校における特色ある取組に関する事例（平成 30 年 3月更新） 

    ・学校統合事例集（平成 31 年 3月更新） 

◇ 高校教育改革を推進 

 → 実施プランⅠ期第２部に基づく改編等対象２校（令和５年度開校）の教育内容等の

検討 

 → 実施プランⅡ期（高等学校同士での共同の学びを推進）の策定に向けた準備 

 

②信頼・尊敬される教員の育成 

・教職員の資質能力の向上 

・優秀な人材の育成・確保 

・教職員のサポート体制の充実 

・コンプライアンスの確立 
○：取組   ◇：課題   →：今後の対応 

【令和３年度の取組内容】 

○ 茨城県県立学校の教育職員の業務量の適切な管理に関する規則を制定し、勤務時間

外の在校等時間の上限を設定し、学校教育の水準の維持向上に資するため、教育職員

の業務量の適切な管理を行うこととした。 

○ 教員の働き方改革を進めるため、小中学校では市町村立学校 10 校を「働き方改革モ

デル校」に指定し、超過勤務縮減に向けた取組を集中的に実施した。 
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  県立学校では、超過勤務縮減に向けた取組を集中的に実施し、全校に対し月例報告を

求めた。 

〇 「学校徴収金の適正な取扱いの確保（通知）」、「学校徴収金の取扱いに関するガ

イドライン」をもとに、通帳と印鑑の管理方法など、適正な取扱いがなされているか

について校長会等で周知した。 

○ 「信頼される学校であるために（平成 28 年３月改定）」、「管理職のための服務管

理ハンドブック（令和２年 11 月）」を活用した各種研修会の実施と校内コンプライア

ンス推進委員会等での活用を推進した。 

○ 様々な教育改革等、複雑化・多様化する教育課題等に適切に対応できる内容による

管理職等を対象とした研修を実施した。 

○ 「若手教員研修」「中堅教員資質向上研修」等において、その職務内容に応じてコ

ンプライアンス確保に関する研修を実施し、研修後には各校でボトムアップ型研修を

企画運営出来るような内容に取り組んだ。 

○ 教員評価に係る面談を通して、教職員に対するコンプライアンスの徹底の確保や一

人一人の考え方の把握を通して、生徒一人一人に寄り添う学校づくりを推進した。 

○ 不祥事が起こりにくい職場環境を構築するため「風通しの良い職場環境づくり」を

推進した。 

○ 県内各市町村立学校の管理職を対象とした研修会において、不祥事を起こす原因と

傾向を類型化し、全ての教職員が「思い当たる節がある」と気付くことにより、当事

者意識を高める取組を実施した。 

○ 専門家の原因分析と考察を盛り込んだ「コンプライアンスだより No.14（啓発資

料）」を作成し、各学校へ提出。 

○ 「教職員等により児童生徒暴力等の防止等に関する法律」について周知した。 

○ 被処分者が復職するにあたっての個別研修を実施した。 

○ 社会人特別選考やスペシャリストを対象とした特別選考を実施するなど、優秀な人

材の確保に努めた。 

【課題・今後の対応】 

◇ 他の教員とともに支え合いながら、ＯＪＴを通じて日常的なに学び合う校内研修や

自ら課題を持って自律的・主体的に行う資質能力の向上を目指す取組の支援 

 → 研修課題の共有化と学び合い、認め合う関係づくり（同僚性の構築） 

◇ 教員の働き方改革の更なる推進 

 → 時間外勤務縮減に向けた取組の効果と課題の検証 

◇ 服務規律の確保について、管理職を対象とした研修の実施 

◇ 教職員の限られた時間で、通学路等の安全点検を進めているが、ブロック塀や暗がり

などの危険個所、110 番の家の更新などが十分に実施できず、教職員の負担となってい

た。 

 → 通学路安全点検、調査結果のデータ化、データベース化等を外部委託 

（東海村教育委員会の事例） 

◇ 令和３年度の懲戒処分者数は 13 名（入学者選抜関係を除く）であり、飲酒運転・酒

気帯び運転、わいせつの割合が高い傾向。令和２年度の処分者数 17 名からは４名減と

なった。 

 → 引き続き、法令遵守及び服務規律の確保を図るための取組を推進 

 → 不祥事の原因分析及び研修へのフィードバックサイクルの構築 

 → 臨時的任用職員に対して採用前の段階で研修を実施、また採用時にセルフチェッ

ク（自己分析）シートを用いた面談を導入 

 → 全ての学校コンプライアンス推進委員会への外部人材の活用 

 → 全ての学校での若手・中堅教員の企画・進行によるボトムアップ型研修の実施 

 → 不祥事の原因分析に基づく対応策の検討及び施策の実施 

◇ 小学校 48 名、中学校 46 名、高校４名の教員不足 
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 → ハローワークを通した講師の募集、他県からの講師候補者の確保、教員免許更新

制の廃止（R4.7）に伴い、教員免許状が休眠状態等にある者の掘り起こしなどを実

施 

【数値目標の進捗状況】 

内容 基準値 
令和３年度
目標値 

令和３年度 
実績値 

単位 

いばらき輝く教師塾受講生のうち教員採用

選考試験受験者 

134 

（H26） 
200  235  人 

 
 

 

③安全・安心な学校施設づくり、ＩＣＴ教育など社会の変化に対応した教育環境づくり 

・学校施設整備の推進 

・学校のＩＣＴ環境の整備 
○：取組   ◇：課題   →：今後の対応 

【令和３年度の取組内容】 

○ 老朽校舎の改築や、法定点検等に基づく学校施設の改修・改善を進め、児童生徒の教

育環境の向上に努めた。 

○ 学校施設の長寿命化を推進するため、「県立学校施設長寿命化計画（個別施設計画）」

に基づき、学校施設の長寿命化を着実に進めるとともに、市町村への情報提供や助言に

努めた。 

○ 学校内の換気機能を高めることにより感染症対策及び夏場の熱中症対策を両立する

ため、県立高校の特別教室等における空調設備を進めるとともに、新たに特別支援学校

の体育館における空調設備の整備に着手した。 

○ 各市町村におけるＧＩＧＡスクール構想の早急な実現のために、ＩＣＴ環境整備の円

滑な推進や効果的な端末等の利活用に関しての情報共有を、市町村教育委員会情報教育

担当指導主事及び IＣＴ環境整備担当職員で実施した。 

○ 非常時におけるリモート学習や、一人一人の習熟の程度や興味・関心に応じた学習を

可能とするため、国のＧＩＧＡスクール構想実現のための公立学校情報機器整備費補助

制度や地方交付税措置等を活用し、県内の全公立学校において、教師が使用する１人１

台端末や、普通教室等の Wi-Fi 環境、大型提示装置等を整備した。  

○ 県立高等学校に入学する生徒及びその保護者等が、学習活動に用いる端末等の機器を

円滑かつ適正な価格で購入できるよう情報提供を行うとともに経済的に困難を抱える

世帯に対して、端末の貸与や購入費の一部補助を行った。  

 

【課題・今後の対応】 

◇ 東日本大震災や熊本地震を踏まえ、１日でも早く耐震化を完了することが重要 

 → （市町村立学校）訪問等による市町村への働きかけ、国への財政支援要望 

◇ 老朽化する学校施設の適切な維持管理のための長寿命化の推進 

 → （市町村立学校）長寿命化計画（個別施設計画）に基づき、学校施設の長寿命化が

計画的かつ着実に実施されるよう市町村への情報提供・助言を実施 

 → （県 立 学 校）県立学校施設長寿命化計画（個別施設計画）に基づき、計画的に

修繕・改修を行うことにより、施設の安全性確保と機能向上、中長期的なコストの縮

減及び財政負担の平準化を図る（計画期間：Ｒ１～Ｒ16） 

◇ 感染症対策と夏場における熱中症対策の両立  

 → 特別支援学校の体育館における空調設備の整備の推進 

◇ ＩＣＴの活用による質の高い学びの実現  

 → デジタルドリル等を活用した、一人一人の習熟の程度や興味・関心に応じた学習 

 → 通信環境が整っていない家庭へモバイルルーターを貸し出すことができるよう、市

町村に対し、貸出し用ルーター整備のための国の補助制度の活用を働きかけ 
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【数値目標の進捗状況】 

内容 基準値 
令和３年度 

目標値 
令和３年度 

実績値 
単位 

長寿命化計画（個別施設計画）の策定率 
0 

（H27） 
100.0  100.0  ％ 

 
 

 
④いじめ、暴力行為や不登校等への対応、児童生徒等の安全の確保 

・問題行動等への対応の充実 

・多様化・複雑化する不安や悩みに対応できる教育相談体制の充実・強化 

・学校の安全対策の推進 
○：取組   ◇：課題   →：今後の対応 

【令和３年度の取組内容】 

○ 「茨城県いじめ問題対策連絡協議会」を開催し、他機関・団体との連携強化を図った。 

○ 児童生徒の問題行動等の未然防止、早期発見及び早期解消を図るため、スクールカウ

ンセラーを全小・中・高等学校等に配置・派遣した。 

  また、支援を必要としている小・中・高等学校等にスクールソーシャルワーカーを派

遣し、相談体制の充実を図った。 

○ 児童生徒が電話で毎日 24 時間いつでも相談できるよう、「子どもホットライン」を開

設したほか、「いばらき子どもＳＮＳ相談」を通年開設に拡張して実施した。 

○ 緊急かつ重大な事件・事故が発生した場合等に、学校や保護者等に対して正確な情報

を速やかに伝える情報伝達体制（緊急情報メール配信システム）を運用し、学校安全対

策の一層の向上を図った。 

○ 小学校及び義務教育学校（前期課程）の学校安全担当者を対象に防犯教室指導者講習

会を開催し、各学校で実施している防犯教室の内容の充実を図った。 

○ 令和３年６月に千葉県八街市で発生した事故を受け、文部科学省・国土交通省・警察

庁の３省庁連名で合同点検を実施するよう通知があり、県から市町村教育委員会、学校、

ＰＴＡ、道路管理者及び地元警察署による通学路の点検を行うよう依頼した。 

＜点検結果：令和３年 12 月末現在＞ 

  対策必要箇所数：1,860 箇所 

  対策実施担当別対策箇所数（学校・教育委員会：627 箇所 道路管理者：842 箇所  

警察：523 箇所） 

○ 八千代町立東中学校区で自転車シミュレーターを活用した交通安全教室を開催した

ほか、通学時の安全に関するリーフレットを作成して、タブレット端末等で活用できる

ようデータで配布した。 
 

【課題・今後の対応】 

◇ 問題行動の未然防止に向けた学校における教育相談の充実 

 → スクールカウンセラーを活用した校内研修・授業プログラム等の充実 

 → 「子どもホットライン」等を活用した児童生徒が相談しやすい体制の充実 

◇ 緊急情報メール配信システム登録数の拡充 

 → システム概要及び加入メリット等を学校等へ周知することによる登録の促進 

 → 学校だけでなく、保育園等でも利用できるよう規約を改正し、拡充を図る。 

◇ 関係機関との連携による、事件・事故の防止 

 → 警察等関係機関との連携による、幼児・児童生徒の事件・事故の未然防止及び被

害の拡大防止 

◇ 学校の教育活動全体を通じた安全教育の充実 

 → 教科等横断的な視点による学校安全計画の立案 

◇ 子どもの命を守る交通安全対策 

 → 市町村や土木部、警察等と連携した通学路の安全確保のための取組の充実 

 → 交通安全教室等を通じた児童生徒の交通安全に係る意識の啓発 
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 → 児童独自の安全マップの作成による危険予測能力の育成 

 

【数値目標の進捗状況】  

内容 基準値 
令和３年度 
目標値 

令和３年度 
実績値 

単位 

いじめを受けた児童生徒が、誰にも相談

していない状況にある件数 

958 

(H30) 
689 531 件 

防犯教室等の実施率（小） 
89.1 

（H26） 
100.0 71.5 ％ 

防犯教室等の実施率（中） 
71.1 

（H26） 
75.0 69.7  ％ 

防犯教室等の実施率（特） 
86.4 

（H26） 
90.0 70.8  ％ 

 
 

 

⑤自立と社会参加に向けた特別支援教育の推進 

・障害の重度・重複化、多様化に応じた特別支援学校における教育の充実 

・幼稚園、小・中学校、高等学校等における発達障害等のある子どもへの支援の充実 

・社会性や豊かな人間性を育むための交流及び共同学習の充実 

・就学前から卒業後までの一貫した支援体制の充実 

・特別支援学校の教育環境整備の推進 
○：取組   ◇：課題   →：今後の対応 

【令和３年度の取組内容】 

○ 「特別支援学校自立活動指導力向上研修会」を実施するとともに、各校において専門

家（大学教授、医師、理学療法士等）と連携した授業改善研修を実施し、幼児児童生徒

一人一人の障害の状態や特性等に応じた自立活動の指導に関する教員の専門性向上を

図った。 

○ 県立特別支援学校 12 校に 35名の看護職員を配置するとともに、医療的ケアアドバイ

ザー１名を委嘱、指導看護職員３名を配置し、医療的ケア実施校への訪問による助言・

指導を行った。 

○ 児童生徒（小・中学部）１人１台のタブレット端末を整備し、児童生徒の障害の状態

や特性等に応じたＩＣＴ機器の活用促進や授業の質的改善と教育的効果の向上を図っ

た。 

○ 特別支援学校のセンター的機能を活かし、幼児教育施設、小・中学校、高等学校等の

特別支援教育に関するニーズに広く応えていけるよう、特別支援学校の巡回相談員や大

学教授等の専門家を派遣するなど、各校（園）に在籍する発達障害等のある幼児児童生

徒への支援の充実を図った。 

○ 市町村教育委員会の指導主事等を対象とした研修会において、交流及び共同学習の意義

や進め方について説明し一層の理解啓発を図った。 
  また、障害者スポーツ体験交流等をとおした交流及び共同学習を推進した。 

○ 「個別の教育支援計画」の就学・進学先への引継ぎを推進するため、幼児教育施設、

小・中学校、高等学校、市町村教育委員会及び保護者に対する理解啓発資料を作成し、

校種間における切れ目ない支援の充実を図った。 

○ 教室不足を解消するため、令和２年に策定した「いばとくプラン」に基づき、内原特

別支援学校や鹿島特別支援学校において、校舎の増築工事等を実施した。 

【課題・今後の対応】 

◇ 障害に応じた教育を充実させるため、特別支援学校の教員一人一人が自立活動の指導

に関する専門性をより一層高めることが必要 

 → 自立活動の指導に関する校内研修を中心的に実施できる人材及び小・中学校に対し

て自立活動の指導に関する適切な助言・援助を行える人材を育成するための研修の実
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施 

◇ 児童生徒の障害の状態や特性等に応じたＩＣＴ活用指導力向上を図るため、研修体制

をより一層充実させていくことが課題 

 → ＩＣＴ活用のリーダーとなる人材育成に向けた研修会等の実施及び病弱特別支援

学校における将来の進路選択につながる学びの多様性に向けた情報教育の充実 

◇ 各特別支援学校に対する巡回相談へのニーズは高く、依頼内容も多岐にわたることか

ら、特別支援学校におけるセンター的機能のさらなる強化が課題 

 → 特別支援教育巡回相談員間の連携強化及び自立活動の指導に関する研修の実施 

◇ 「個別の教育支援計画」の作成率の向上や次の進学先への引継ぎ等の活用を図ること

が必要 

 → 「個別の教育支援計画」の作成の意義と活用促進のための資料等の活用と周知 

◇ つくば特別支援学校については、教室不足が生じている。 

 → 令和４年度に、校舎の増築工事を実施し、教室不足の解消を図る。 

 

【数値目標の進捗状況】 

内容 基準値 
令和３年度 
目標値 

令和３年度 
実績値 

単位 

幼稚園、小・中学校、高等学校等における

個別の教育支援計画の作成率（幼） 

69 

（H26） 
81.1 89.2 ％ 

幼稚園、小・中学校、高等学校等における

個別の教育支援計画の作成率（小） 

82 

（H26） 
100 100 ％ 

幼稚園、小・中学校、高等学校等における

個別の教育支援計画の作成率（中） 

83.5 

（H26） 
100 100 ％ 

幼稚園、小・中学校、高等学校等における

個別の教育支援計画の作成率（高） 

50 

（H26） 
70.6 73.9 ％ 

 
 

 

⑥ 子どもの貧困対策などすべての子どもたちへの学習機会の確保 

 ・学習の機会の確保 
○：取組   ◇：課題   →：今後の対応 

【令和３年度の取組内容】 

○ 教育に係る経済的負担を軽減し、教育の機会均等を図るため、県立高等学校等に在学

する生徒に対し、授業料に相当する就学支援金を支給した。 

○ 授業料以外の教育費負担を軽減し、意志ある高校生等が安心して教育を受けられるよ

う、県立高校生等がいる低所得世帯に対して奨学のための給付金を支給した。 

○ 教育の機会の均等を図るため、経済的理由により就学が困難な生徒に対して、入学料

や授業料等を免除した。 

○ 経済的理由で修学が困難な学生・生徒に対し、教育を受ける機会を保障するため、奨

学資金を無利子で貸与した。 

○ 不登校児童生徒一人一人の状況に応じ、学習の機会の確保等の支援を適切に進めてい

くため、フリースクールの関係者に対して、市町村が設置する教育支援センターで構成す

る協議会への参加を呼びかけ、官民連携による支援方策の検討や情報交換を行った。  

○ コロナ禍においても児童生徒の学びを保障するため、学校再開ガイドラインに基づ

き、マスクの着用やソーシャルディスタンスの確保等、感染防止対策を徹底して可能な

限り対面での授業を実施したほか、臨時休業期間中においては、授業動画の活用や分散

登校時の補充学習に加え、一部の学校においては ICT 機器を活用した双方向型のオンラ

イン学習を行った。  

 ＜県立学校の臨時休業＞ 

公表日 臨時休業の内容 

８月 16 日 ○ 茨城県非常事態宣言発令(８/16～８/31) 

  生徒は原則登校禁止(部活動全面禁止、課外はオンライン対応) 
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  弾力的運用の実施校は、授業開始日を９/１に変更 

８月 27 日 ○ 茨城県非常事態宣言延長(９/12 まで) 

９月１日から９月 12 日まで一斉臨時休業 

９月９日 ○ 茨城県非常事態宣言延長(９/26 まで) 

９月 13 日から９月 26日まで一斉臨時休業 

９月 16 日 ○ 茨城県非常事態宣言解除 (９/19) 

県立高校等は週１～２日程度の分散登校を実施 

部活動は、平日の２時間以内。休日の練習は原則禁止 

９月 27 日 ○ 10/1 から通常登校、通常授業 

 ※ 茨城版コロナ Next（コロナ対策指針）が Stage２へ緩和 

  ※ 市町村に対しては、県立学校に準じる対応をするよう要請 

 

【課題・今後の対応】 

◇ 子どもが、家庭の経済状況等によらず、安心して学習できる環境の整備 

 → 就学支援金や奨学給付金の支給と奨学資金の貸与を継続 

◇ 不登校児童生徒の学習機会の確保  

 → フリースクール等と連携した支援方策の検討 

◇ 子どもが、コロナ禍においても、安心して学習できる環境の整備  

 → 感染症対策の徹底による対面授業の実施 

 → ICT 機器等を活用した家庭学習への支援の充実 

 

⑦多様性を認め合う社会づくり、男女共同参画についての教育の推進 

・学校教育における人権教育の推進 

・社会教育における人権教育の推進 

・男女共同参画社会形成への意欲の向上 

・多文化共生のための環境づくり 
○：取組   ◇：課題   →：今後の対応 

【令和３年度の取組内容】 

○ 学校教育における人権教育の推進については、人権尊重の視点に立った学校づくりの

ための研修を実施した。管理職に対しては、教職員の指導に当たるための研修、また、

教職員に対しては児童生徒が正しい知識を身に付け、人権感覚を高められるよう、教職

員自身の人権感覚を磨き、人権意識を高めるための研修を実施した。 
 ・人権教育市町村教育委員会訪問（17 市町） 

 ・新任校長・新任教頭・新任教務主任・若手（初任者）・事務職員（新任係長・新規採用）等の各研修講座

（のべ 18 回、1,900 人受講） 

 ・茨城県教育委員会人権教育研究指定校事業、人権教育総合推進地域事業 

〇 社会教育における人権教育の推進については、人権課題の正しい理解と啓発を図るた

めに、市町村教育委員会や県立学校等と連携・協力し、研修会や講演会を実施した。 

  また、各市町村の人権教育担当者の資質の向上を図り、地域のリーダーを育てるため、

研修会を実施した。 
・教育庁・県立学校等職員人権教育研修会（２回、247 人受講） 

 ・人権教育市町村教育委員会訪問（17 市町） 

 ・人権教育講師派遣事業（24 回、2,472 人受講） 

 ・性的マイノリティへの理解促進に関する講師派遣事業（10 回、1,774 人受講） 

 ・人権教育視聴覚教材の貸出（160 本貸出、11,684 人視聴） 

 ・人権教育指導者中央研修会（83 人受講）、人権教育指導者地区別研修会（２回、77 人受講） 

 ・人権教育指導資料集（第 43 集）の活用 

 ・人権教育啓発資料の作成 

〇 ジェンダー平等、多様性を尊重するにあたり、共生社会を構成していくことができる

よう啓発を図った。 
・セミナー：「自分らしく生きる社会づくり」（共催ダイバーシティ推進センター） 

・講演  ：子どもの未来をつくるダイバーシティ推進事業（ダイバーシティ推進センターとの連携） 

「子どもを守る性教育」（28 人受講） 
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○ 日本語指導が必要な児童生徒への学習支援の充実を図るため、日本語指導教員を小中

学校へ配置したほか、小中高等学校への通訳や日本語指導の専門家の派遣、日本語指導

教員を対象とした研修等を実施した。 

○ オンラインで行う日本語初期指導のカリキュラムの開発及び検証のため、筑波大学に

委託し、中学校６校で基礎研究を行った。 

○ 「ワールドキャラバン」の取組などを通して、異文化・異言語に身近に接することに

より、多様な人々を受け入れ、尊重する態度の育成を図った。 

○ 開校２年目を迎えた常総市立水海道中学校夜間学級には、10 代～70代の 28 名（日本

人８名、外国人 20名）が在籍している。夜間中学は、戦後の混乱・復興期に、経済的な

理由等で義務教育を受けられなかった方に、学びの機会を提供する場として、各地に設

置されてきたが、新たな役割として、不登校等で形式的に義務教育を修了したものの、

実質的には十分な教育を受けられなかった方、あるいは外国出身で日本の教育を受けて

いない方などが学ぶ場となっている。 

県としては、常総市立水海道中学校夜間学級における成果や課題を共有し、解決に向

けて支援するために、常総市、周辺自治体、県による連絡協議会を実施した。 

 

【課題・今後の対応】 

◇ 計画的・組織的な体制の整備 

 →  各教育事務所と連携し、目的を明確にした人権教育市町村教育委員会訪問の実施管

理職研修の充実 

◇ 県民の人権意識を高めるための研修の充実 

 → 講師派遣事業における新たな講師の開発 

人権教育地域学習会、視聴覚教材等の充実 

◇ 男女共同参画社会に向けた学習機会の提供及び意識の啓発 

 → 女性の起業や就職・再就職、学び直し等、キャリアアップを考慮した講座の開催 

◇ 帰国及び外国人児童生徒の円滑な受け入れ体制の充実 

 → 日本語指導教員の小中学校への配置等による帰国及び外国人児童生徒教育の充実 

 → 「ワールドキャラバン」等を活用した多文化共生の理解の促進 
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事業評価結果一覧

１ 社会全体による子どもたちの自主性・自立性の育成

予算額
(千円)

人員
(担当者数)

②生活習
慣・しつけ
など家庭の
教育力の向
上

地域で支える家庭の教育力
向上事業

生涯学習課

専門的な知識と経験をもつ「スーパーバイ
ザー」を市町村が開催する協議会またはケー
ス会議等に派遣して指導・助言を行うととも
に、相談等に適切に対応することで保護者が
地域で孤立することの防止や地域で不登校等
困難な問題を抱える家庭に対する家庭教育支
援を行う体制を構築する。

12,230 0.8

項 事業名 担当課 目的・内容
令和３年度

ヤングボランティア育成事
業

生涯学習課

中高生等を対象に、ボランティア活動につい
ての基本的な学習の場と機会を提供し、学ん
だ知識・技能を地域で生かせるようにすると
ともに、地域における中高生等のボランティ
ア活動の活性化を推進する。

1,197 0.2

③就学前教
育の充実

就学前教育・家庭教育推進
事業

生涯学習課

就学前教育の質の向上や幼児教育と小学校教
育の円滑な接続を図るため、市町村や幼児教
育施設、小学校において保幼小の連携・接続
の中心となる人材を育成する。

1,936 0.8

特別支援教育充実事業 特別支援教育課
障害のある子供への指導や支援を充実するた
め、各学校（園）への専門家派遣等により、
学校の専門性向上を図る。

13,650 0.2

④豊かな心
を育むため
の道徳教育
の推進

道徳教育推進事業 義務教育課 1,641 0.3

いばらき版高等学校「道
徳」教育推進事業

高校教育課
高等学校での「道徳」の授業の実施に伴い、
学校の指導体制と教員研修の充実を図る。

1,013 0.6

道徳の教科化に伴い、道徳教育の充実のた
め、教員を対象とした研究協議会を開催し、
教員の指導力の向上を図る。

〔評価結果〕
４ 期待通りの成果（100%以上）
３ 概ね期待通りの成果（80～99%）
２ 期待した成果を下回っている（50～79%）
１ 期待された成果があがっていない（50%未満）

 -35- 



今後の課題・主な取組

基準値
(年度)

期待値
(年度)

実績値
(年度)

目標値の考え方

訪問型家庭教育支援は不安や悩みを抱えた家庭に対する効果
的な支援方法であることから、引き続き、市町村担当者に各
市町村の課題に応じた取組を提案したり、不登校などの専門
家を市町村に派遣することで、市町村の取組への支援を充実
させていく。また、未実施市町村に対しては、支援の成果を
アピールし、取り組むよう働きかけていく。

17市町村 21市町村 21市町村
（R1） （R3） （R3）

各生涯学習センター（５箇所）において高校生ボランティア
の養成を実施してきたところであるが、更に若い年代のボラ
ンティア活動の活性化を目指し、R3年度からは、対象を中学
生まで広げている。

150人 225人 701人
(H28） （R3） (R3）

接続を見通した教育課程を編成している市町村は100％に達
したことから、今後は、全市町村において、教育課程の検
討・改善が行われるよう取組を推進していく。

22.7% 94.3% 100.0%
(H28） （R3） (R3）

各学校（園）等の要請に応じて今後も専門家派遣を実施す
る。また、継続して各学校（園）のニーズに応じた派遣を行
うため、特別支援学校の巡回相談員の更なる専門性向上及び
巡回相談員同士の連携強化を図る。

53.0% 100.0% 100.0%
（H27） （R3） (R3）

「考え、議論する道徳」を実現するための指導と評価の一体
化に向け、教員の指導力の向上を図るには、継続的な取組が
必要であるため、引き続き事業を推進していく。

75.0% 85.0% 99.3%
（H28当初） （R3） (R3）

他者との対話を通じ、生徒の自己肯定感が年々高まってお
り、必要な道徳的スキルを身に付けさせるためには、ペア
ワークやグループワーク等を様々な授業で積極的に取り入
れ、言語活動を推進していく必要がある。

54.4% 79.0% 76.0%
（H26） （R3） (R3）

達成
状況

評価
結果

訪問型家庭教育支援に取り組む
市町村の数

＜21（R3）＞

数値目標＜目標値(目標年度)＞

100%
以上

4

R1実績の17市町村から、毎年２市町村増を目標値としてい
る。R4からの県総合計画数値目標ではないが、茨城県就学前
教育・家庭教育推進アクションプラン（R4～R７）の目標値
29市町村（R7）を達成するため、年２市町村増を目指す。

ヤングボランティア
育成研修修了者数
＜225人（R3）＞

100％
以上

4

Ｈ28年度当初に計画した予定人数（150人＝30名×５セン
ター）を基準値に設定。県総合計画等で数値目標を設定して
いる「生涯学習ボランティア派遣人数」のR3年度目標値の算
出割合（50％増）を基準に、R3年度目標値を設定（225人）
した。

幼児教育と小学校教育の
連携・接続を行っている

市町村の割合
(ステップ3以上)
＜94.3%（R3）＞

100％
以上

4

文部科学省が隔年で実施している調査の指標をもとに、県独
自で毎年実施する調査に対する市町村の回答により割合を算
出する。基準値から毎年14.3％ずつ増、R4に100％達成を目
指して取り組んだ結果、R3に達成できた。

要請件数に対する
専門家派遣の実施率
＜100%(毎年度）＞ 100％

以上
4

要請に応じて、毎年度100％の派遣実施を目指す。

道徳教育パワーアップ
研究協議会参加者の

講演内容理解度
＜85.0%（R3）＞

協議会参加教員の講演内容の理解度87％を目標とし、年２％
の上昇を目指す。

生徒の自己肯定感
＜79.0%（R3）＞

87.8% 3
「グループワークなどを通して、自分の意見を聞いてもらえ
る場面があり、自分が認められたと感じたり、自分が大切な
存在だと思えるようになった」という項目に肯定的な回答を
した生徒割合について、Ｒ３年度に５人中４人程度（79％）
を目指す。

100％
以上

4
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２ 確かな学力の習得と活用する力の育成

予算額
(千円)

人員
(担当者数)

項 事業名 担当課 目的・内容
令和３年度

いばらき高等学校学力向上
推進総合事業

高校教育課
生徒に「確かな学力」を身に付けさせるた
め、学習・指導方法及び評価方法の実践研究
を実施する。

973 0.3

①課題解決
型等、新た
なニーズに
対応した教
育の推進

学力向上推進プロジェクト
事業

義務教育課

『みんなにすすめたい一冊の本』(図書の紹
介本)を活用するとともに、多くの本を読ん
だ児童生徒を表彰することで、読書活動を推
進し、国語力の向上と心の教育の充実を図
る。

0.3

学力調査の結果を分析・活用し、各学校の学
習指導を改善することで、児童生徒の学力向
上を図る。

6,380

0.3

中学校英語弁論大会 義務教育課
高円宮杯全日本英語弁論大会茨城大会を開催
し、生徒が自分の考えを英語で発表する場を
提供し、本県英語教育の振興を図る。

71 0.2

英語コミュニケーション能
力育成事業

義務教育課 1,638 0.2

0.2

国際社会で活躍できる人材
育成事業

高校教育課

生徒の英語によるコミュニケーション能力を
育成するため、英語教員の資質を向上させ、
留学の促進や国際教育の充実を図ることによ
り、加速するグローバル化に適応し、国際舞
台で活躍できる有為な人材の育成を図る。

10,914 0.8

②グローバ
ル社会で活
躍できる人
材の育成を
目指した教
育の推進

いばらき海外留学支援事業 高校教育課

短期留学を経験することで長期留学に興味を
持つ生徒を増やし、グローバルな視点を持っ
て、本県の発展に寄与できる人材を育成す
る。

5,000 0.2

グローバルな視野をもち、他者と協働しなが
ら課題を解決し、自分の意見を英語で発信す
ることができる人材を育成する。

外国語指導助手招致事業 高校教育課
高等学校における外国語教育の改善充実に資
するため、外国語指導助手の活用を図る。

274,532
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今後の課題・主な取組
基準値
(年度)

期待値
(年度)

実績値
(年度)

目標値の考え方

R3年度の全国学力・学習状況調査における課題改善に向け、
授業力ブラッシュアップ研修及び、学びのイノベーション推
進プロジェクト等を活用し、授業改善を推進するとともに、
その成果の普及により、児童生徒の学力向上に資する。

77.0% 82.2% 80.0%
(H29) （R3） （R3）

県「読書案内リーフレット」や優良図書のホームページの周
知、日常的な読書指導における地域の図書館との連携・促
進、児童生徒による本の紹介等を活用した学校図書館環境の
充実などをとおして、自ら本に手を伸ばす子供の育成を目指
し、読書量の確保と発達段階に応じた読書習慣の改善に努め
る。

69.2% 76.2% 64.0%
（H26） （R3） （R3）

新学習指導要領の実施に向けて、継続して全ての県立高等学
校等で「主体的･対話的で深い学び」の視点からの授業改善
に取り組み、指導力の向上を図っていく。

5.0% 100.0% 100.0%
（H27） （R3） (R3)

コロナ対応により、市町村大会は中止。地区大会から実施方
法を工夫して実施。R3年度からの新学習指導要領で求られて
いる資質・能力を育成するための取組を進める。※R2はコロ
ナ対応で中止

80.0% 85.0% 85.0%
（H26） （R3） （R3）

コロナ対応により、動画審査を実施。出場校の固定化が見ら
れたことから、各市町村教育委員会及び各地域で英語教育の
推進役となっている教員に対し、生徒の積極的な参加につい
て働きかけた。今後も同様に働きかけることで目標達成を目
指す。※　R2はコロナ対応で中止

67人 70人 59人
（H26） （R3） （R3）

４技能を重視した授業改革の推進を図ることで、生徒の実践
的な英語力を向上させるとともに、さらに教員の英語力・指
導力を向上させる必要がある。

80.0% 90.0% 95.0%
（H27） （R3） (R3)

高等学校において、社会生活で必要とされる実践的な英語力
を身に付けさせる機会を確保するためには、ＡＬＴの配置や
派遣を充実し、さらなる活用を図っていく必要がある。

90.0% 95.0% 99.0%
（H27） （R3） (R3）

国際教育推進協議会等において、先進的な取組事例の周知や
国際教育に関する情報提供、ワールドキャラバンの取組やＡ
ＬＴとの交流等を通して、異文化に対する理解や異なる文化
をもつ人々と共生していこうとする態度を育成する必要があ
る。

－ 100.0% 94.1%
（H26） （R3） (R3）

2

数値目標＜目標値(目標年度)＞ 達成
状況

評価
結果

全ての県立高等学校等で「主体的･対話的で深い学び」の視
点からの授業改善を目指す。

「『主体的･対話的で深い
学び』の視点からの授業
改善ができた」と答えた

学校の割合
＜100％（R3）＞

100％
以上

4

全国学力・学習状況調査の児童質問紙において「５年生まで
に受けた授業では、課題の解決に向けて、自分で考え、自分
から取り組んでいたと思いますか」という質問に肯定的に回
答した小学校６年児童の割合。
　H29年度の77.0%から、10年後に90％の回答を目指し、１年
あたり1.3ポイントの向上を目指す。

年間50冊以上の本を読んだ
児童の割合（小4～6）
＜76.2％（毎年度）＞

0.0% 1

H26年度の年間50冊を読んだ児童の割合を基準値に、１年当
たり1.0ポイントの上昇を目指す。

主体的・対話的で深い学びの視
点による授業改善に取り組んだ

割合（公立小学校）
＜82.2%　(毎年度)＞

57.7%

H26年度の基準値を基に、地区大会及び県大会における参加
率が年々上昇することを目指す。

中学生英語弁論大会への生徒の
参加数

＜70人（R3）＞
0.0% 1

H26年度の基準値及び会場の収容人数を踏まえ、県大会にお
ける参加者の増加を目指す。

地区大会及び県大会における生
徒の参加率

＜85％（R3）＞ 100％
以上

4

「ＡＬＴの活用で生徒の
英語への関心が高まった」

と答えた学校の割合
＜100%（R3）＞

100％
以上

4

ＡＬＴの活用を通して、全校で生徒の英語への関心を高め
る。

「英語ディベート大会に
参加したことで、英語の
４技能が以前よりも向上

した」と答えた生徒の割合
＜100%（R3）＞

100％
以上

4

94.1% 3

全校で各学校の実態に応じた国際交流の実施を目指す。

国際交流を実施している
高校の割合

＜100％（R3）＞

英語ディベート大会への参加を通して、全参加生徒の英語の
４技能の向上を目指す。
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予算額
(千円)

人員
(担当者数)

項 事業名 担当課 目的・内容
令和３年度

未来の科学者育成プロジェ
クト事業

高校教育課
最先端科学技術の現場に触れさせる活動等を
とおして、将来科学者・研究者になろうとす
る人材の育成を図る。

10,716 0.2

④郷土教育
の充実

いばらきっ子郷土検定事業 生涯学習課

中学２年生を対象に、楽しみながら本県の伝
統や文化等を学ぶことができるよう、茨城県
独自の郷土検定を実施し、子どもたちの郷土
への愛着心や誇りに思う気持ちを育む。

2,412 0.7

③科学技術
の集積地で
ある本県の
特色を活か
した教育の
推進

サイエンスキッズ育成事業 義務教育課

将来の科学技術を担う「人財」を育成するた
め、理科授業の質の向上、探究的な活動の充
実を通して、児童生徒の科学への興味・関心
を高め、理科の学力向上を図る。

1,379 0.3
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今後の課題・主な取組
基準値
(年度)

期待値
(年度)

実績値
(年度)

目標値の考え方

小学校における理科授業の質の向上を目指し、モデル校にお
いて理科専科教員による授業を実施するとともに、科学自由
研究や科学の甲子園ジュニアなどへの参加をとおして、探究
的な活動を充実させることで、児童生徒の理科に対する関心
や意欲を高める。

86.1% 86.1% 87.5%
（H26） （R3） (R3)

理系大学進学率の向上を図るため、高校生科学体験教室や科
学系コンテストに向けたトレーニングの内容を充実させ、科
学分野の研究への興味関心を高める。また、各校において探
究的な学びへの取組が進むよう、SSH校の課題探究の取組等
について、高校生科学研究発表会などを活用し広く周知して
いく。

33.2% 36.7% 37.5%

（H26） （R3） (R3）

中学２年生を対象とした意識調査（参加者全員）では、４年
連続で期待値（80.0％）を上回り目標値を達成することがで
きた。引き続き、子どもたちが興味を持って、誰もが楽しく
取り組める郷土検定の問題作成を工夫するとともに、郷土検
定を通じて、茨城の良さを知り、さらに茨城に誇りを持ち、
そして茨城の魅力を発信できる子どもたちの育成に向けた取
組を進めていく。

75.0% 80.0% 84.3%
(H26） （R3） (R3）

数値目標＜目標値(目標年度)＞ 達成
状況

評価
結果

理科好きの児童の割合
＜86.1%（R2）＞

100％
以上

4

理系大学進学率
＜36.2%（R2 ）＞

100％
以上

4

小学６年生を対象とした「理科のアンケート」を継続して実
施し、理科好き（理科の勉強が好きです）の肯定的回答率に
ついて、毎年度、基準値（86.1％：H26年度）以上を目指
す。

事業開始から伸び率が最も高かった期間（H20～H24年度の５
年間で1.9ポイント、１年あたり0.38ポイント増）の実績を
踏まえ、これまでの２割増しの１年あたり0.5ポイント増の
上昇を目指す。

中学２年生を対象としたアンケート「郷土に関する意識調
査」の結果において、調査開始のH26年度実績（75.0%）を基
準に、政策評価で概ね期待通りの成果とする80％まで引き上
げるため、80％を目標値に設定（対象者は毎年度変わるた
め、目標値は毎年度）。

「郷土に関する意識調査」で
「茨城県にはよいところがあ
る」と回答した生徒数の割合

（中学2年生）
＜80.0%（毎年度）＞ 100%

以上
4
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３ 生涯にわたる学習と文化芸術、スポーツ活動の推進

予算額
(千円)

人員
(担当者数)

項 事業名 担当課 目的・内容
令和３年度

②文化芸術
活動の活性
化による地
域づくり、
文化芸術に
親しむ環境
づくり

「小中学校芸術祭」・「高
等学校総合文化祭」の開催

文化課
児童生徒の創造性を高め豊かな情操を培うた
め、「小中学校芸術祭」・「高等学校総合文
化祭」を開催する。

4,017 0.4

④地域の文
化を理解し
継承してい
く取組の推
進

いばらきの郷土民俗芸能
アーカイブス事業

文化課

　県内に伝わる国・県・市町村指定等の民俗
文化財の映像を収集し、You Tube上で公開す
ることにより、県民の当該文化財に対する理
解と認識を深め、保護意識等の高揚を図って
いく。

0 0.1

県立美術館・博物館展示事
業

文化課

県立美術館においては国内外の優れた美術作
品、県立博物館においては自然のしくみや歴
史的な展示物等、普段身近に触れることの少
ない文化芸術や興味深い環境等に関するテー
マを扱った企画展を開催する。

272,216 0.8

⑦食育、が
ん教育など
の健康教
育、薬物乱
用防止に関
する教育の
推進

がん教育総合支援事業 保健体育課

児童生徒にがんそのものや患者に対する理解
等の具体的な知識を身に付けさせるととも
に、教員を対象に研修会を開催し、資質の向
上を図る。

1,016 0.3

⑤競技力の
向上とス
ポーツの振
興

世界へ羽ばたくトップアス
リート育成事業

保健体育課
全国、世界で活躍するトップアスリートを輩
出するため、ジュニアアスリートの発掘・育
成を中心とした競技力の向上を図る。

93,743 0.3
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今後の課題・主な取組
基準値
(年度)

期待値
(年度)

実績値
(年度)

目標値の考え方

数値目標を達成できるよう諸団体と協力し、事業を進めてい
く。ただし、共催者である茨城県教育研究会からの要望等を
踏まえ、令和３年度から合唱合奏大会は廃止した。

96.0% 97.0% 98.0%
（H27） （R3） (R3）

引き続き施設の特徴を十分に生かしながら、多様化する県民
ニーズを踏まえた展示活動や普及活動を行い、SNSやYou
Tubeを活用するなど、積極的な広報活動等に取り組んでいく
と共に、コロナ禍での入館者数の減少を受け、「新しい生活
様式」に対応した施策の展開を検討していく。

1,102千人 1,158千人 603千人
（H26） （R3） (R3）

コロナ禍の収束後に再び行事等が催されるのを見据えて、今後も
国・県指定無形民俗文化財の映像収集に努める。収集できた映像を
YouTubeに公開し、郷土民俗芸能の魅力を県民に発信する。
市町村の無形民俗文化財（124件）まで収集対象を拡大する。さら
にWithコロナ時代下で文化を保存していくために、行事等そのもの
の映像だけでなく、スライドショーの動画や文化財の紹介動画など
も対象とすることを検討する。

- 10件 9件
（R3） （R3） (R3）

今後は、県スポーツ協会、各競技団体及び大学等と連携し
て、全国、世界で活躍するトップアスリートを輩出すること
を目指し、ジュニアスリートの発掘・育成を中心とした選手
強化を図っていく。

3種目 6種目 8種目
（H30） （R3）  (R3）

がん教育教材（児童生徒用）及び指導参考資料（指導者用）
を配付し、教材等を活用した実践事例発表を行うなど指導者
の研修を行った。R4年度は、小学校教員を対象とした指導者
研修会を開催予定である。

21.5% 100.0% 90.5%
（H27） （R3） (R3）

数値目標＜目標値(目標年度)＞

100%
以上

4

毎年度、H27年度実績値である96.0％に対し、1.0％の向上を
目指す。
※実績値÷期待値で算出

達成
状況

評価
結果

児童生徒の満足度
（アンケートによる）
＜97.0%（毎年度）＞

0.0%
以下

1

R２年度までにH23～H26年度の平均利用者数（1,047千人）の
約１割増を目途に、毎年度８千人の増加を目指す。また、R
３年度も同様の増加を目指す。

県立美術館･博物館の
利用者数

＜1,158千人（R3）＞

全国高等学校体育大会等での優勝数において、R９年度まで
に10種目優勝（全国10位台前半）を目指す。

いばらきの郷土民俗芸能アーカ
イブス（動画）の公開件数

＜10件（R3）＞
90.0% 3

市町村指定民俗文化財の映像等を含め、公開できる動画の件
数159件を目指す。

公立中学校及び
県立高等学校等における
がん教育授業等の実施率

＜100%（R3）＞
87.9% 3

がん罹患率が増加傾向にあることや生涯にわたる健康の保持
増進の視点から、がん教育の必要性が高まっていることを踏
まえ、公立中学校及び県立高等学校等において、引き続き、
がんに関する授業等を実施する学校の割合100％を目指す。

全国高等学校体育大会等での優
勝数

＜6種目（R3）＞ 100%
以上

4

<参考＞

基準値（A）
<H26>

期待値
<R3>

実績値（B）（B／A）
<R3>

年度
利用者数

1,102千人 1,158千人 603千人（54%）

開館１日
あたりの
利用者数

611人 642人 398人　（65%）
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４　誰もが安心して学べる教育環境づくり

予算額
(千円)

人員
(担当者数)

④いじめ、
暴力行為や
不登校等へ
の対応、児
童生徒等の
安全の確保

スクールカウンセラー配置
事業

義務教育課

臨床心理に関して専門的な知識・経験を有す
るスクールカウンセラーを小・中学校等に配
置・派遣し、児童生徒のいじめ等の問題行動
や不登校等の未然防止と早期解消を図る。

234,622 0.3

項 事業名 担当課 目的・内容
令和３年度

交流及び共同学習推進事業 特別支援教育課
障害のある子供と障害のない子供と相互理解
を促進するため、特別支援学校と地域の学校
との交流事業や教員向け研修等を実施する。

2,614 0.3

特別支援学校進路指導連携
充実事業

特別支援教育課
特別支援学校卒業生の就労を促進するため、
労働・福祉等の関係機関との連携による適切
な支援を行う。

233 0.3
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今後の課題・主な取組
基準値
(年度)

期待値
(年度)

実績値
(年度)

目標値の考え方

スクールカウンセラーの資質向上に資する研修等を実施する
とともに、学校がより効果的に諸課題を解消していけるよ
う、スクールカウンセラーを活用した校内研修・授業プログ
ラム等を一層充実させていく。

58.3% 64.9% 77.3%
(H30) （R3） (R3）

交流及び共同学習（居住地校交流、学校間交流、地域交流）
を計画立案する際には、新型コロナウイルス感染症対策を踏
まえた実施形態となるよう工夫することで、障害のある子供
と障害のない子供、地域住民の相互理解を一層推進する。
※R4年度もオンラインや手紙等、間接的な方法で交流を充実
させていく。

1,605回 1,721回 712回

（H27） （R3） (R3）

就労先の新規開拓を強化するとともに、就労後のきめ細かい
支援を行うために就労先への訪問による相談・支援を強化
し、卒業生の職場定着をより一層促進する。

87.2% 92.4% 90.8%
（H27） （R3） (R3）

数値目標＜目標値(目標年度)＞ 達成
状況

評価
結果

過去５年間（H22～26年度）の平均伸び率６％を参考に、R3
年度までに1,721回の実施を目指す。

スクールカウンセラーが関与し
た事案のうち、児童生徒の問題
行動等の状況が改善した割合

＜64.9％（R3）＞

100％
以上

4

H30年度の10年後のR10年度に、スクールカウンセラーが関与
した事案のうち、児童生徒の問題行動等の状況が改善した割
合が80%となるよう、１年当たり2.2ポイントの上昇を目指
す。

69.0% 2

毎年度、過去５年間の平均伸び率1％を目指す。

交流及び共同学習の
実施回数

＜　　1,721回（R3）＞ 0.0％
以下

1

過去３年間の就職した卒業生
の職場定着率
＜92%（R3）＞
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学識経験者からの意見 
 
１ 社会全体による子どもたちの自主性・自立性の育成について 

 
① 社会を生き抜く力の育成 

  ○ 社会教育施設や図書館との連携による様々な活動が企画されていてとても良い。 
  ○ 防災に関しては、各地域の避難訓練や啓発に留まっているように見受けられるので、社会との

つながりの中で、地域性に応じた防災の取り組みがなされるとよいと感じた。 
  ○ 学校安全教室推進事業により、安全教育指導者研修会を実施し、防災教育に関する指導力の向

上を図ったことは評価できる。 
  
② 生活習慣・しつけなど家庭の教育力の向上 

  ○ 家庭の教育力の向上は、少子化の中でとても求められる課題であり、その推進を進めていくこ

とは重要である。 
○ 育て方やしつけ方も含めてスタンダードなところを繰り返し取り組むことに加え、家庭での社

会性を高める取組も必要な段階にあると考える。 
 
③ 就学前教育の充実 

 ○ 幼児期の終わりまでに育ってほしい姿が示され、幼保小の連携は大変重要であり、スタート・

カリキュラム促進のための研修機会の確保がなされていることは素晴らしい。 

 

④ 豊かな心を育むための道徳教育の推進 

  ○ 高等学校において、道徳のテキストが改訂されたことには、今後の授業改善に期待が持てる。 
 
⑤ 命を大切にする教育、世代をつなぐ教育の推進 

 ○ 自分を大切にする意識が、物事を自分事と捉え、社会に関わる原動力にもなると思うので、命

の大切を学ぶ機会をさらに充実させていただきたい。 

   
⑥ 開かれた学校づくりの推進 

 ○ 学校評議委員の男女構成が歪である。三年連続で指摘があるにもかかわらず、改善の兆しがな

いことについて、教育委員会全体の早急な意識改革を求める。 

 

⑦ 青少年の健全育成、情報モラル・情報リテラシーの向上 

 ○ 情報モラル等に関しては、青少年に影響を与える大人のモラルも問う必要があると考える。そ

の点では、今後の対応として挙げられている保護者への啓発事業は高く評価できる。 

 

⑧ 地域コミュニティの再生 

 ○ 開かれた学校経営に向けて進めてほしい。結果的に地域の力を借りやすくなり、働き方改革も

進むと思われる。 

 

 ⑨ いばらき教育の日・教育月間の推進 

  ○ 「PTA 活動応援企業宣言」のようなものを立ち上げ、子育て参加に理解のある県内企業を 1 社

でも増やす取り組みをご検討いただきたい。 

 
２ 確かな学力の習得と活用する力の育成 

 
① 課題解決型等、新たなニーズに対応した教育の推進 

 ○ 遠隔教育等の事業においてスペシャリストを活用した取組は、子どもたちに本物を見せ、学ば

せる視点から素晴らしいと考える。 

○ 「確かな学力の習得と活用する力の育成」ということから捉え直せば、授業力の水準を上げる

取組の充実も必要ではないかと考える。 

○ 教材もデジタル化し、前年度教材や好事例を県単位で横展開は既にされていると思うが、各担

任の授業準備時間の圧縮につながるものは、積極的に導入・周知を引き続きお願いしたい。 
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② グローバル社会で活躍できる人材の育成を目指した教育の推進 

  ○ グローバル社会での人材育成のために、世界のことを知る活動も行うと、語学だけではない広

い視野が持てるようになると思う。 
  ○ スペシャリスト教員の採用と配置の充実は、このまま継続し採用数をさらに増やすことで、児

童生徒の英語力の向上に寄与できる施策である。 
 
③ 科学技術の集積地である本県の特色を生かした教育の推進 

○ 引き続き進めていただきたい。 
○ 主に県南地域のことを指していると考えるが、地域性があることは致し方のないので、その特

性をさらに生かして、全県に波及させるような取り組みを期待する。 
 

⑤ キャリア教育、職業教育の充実 

  ○ 小・中学校のうちからキャリア教育を重視することで、地元の企業や会社を知り選択肢を増や

す。郷土愛にもつながり、将来 UIJ ターン向上、優秀な人材の流出を防ぐことにもなる。 
  ○ 進学指導だけに陥ることのないよう、真のキャリア教育として、様々な人々が社会を支えてい

ることを伝えていただきたい。 
  ○ 子どもたち一人ひとりが人生の主役は自分だ、と自覚し歩んでいけるようにキャリア教育を引

き続き進めていただきたい。 
 
⑥ 情報活用能力を育てる教育の充実 

  ○ 課題・今後の対応の欄に、高等学校教員の「授業に ICT を活用して指導する能力」についての

割合が示されているが、これを、小・中・高・特支で目標値を設定してはどうか。 

  ○ 地域によって ICT 活用の進捗状況が異なっているようだ。また、次年度から「情報」も本格的

に始まることから、ますます重要な施策となっていくと思う。「今後の対応」で述べられているこ

とを期待する。 

 
⑦ 政治的教養の教育の推進 

  ○ 令和三年度の取り組みが「周知」のみであることが気がかりである。シチズンシップ教育・市

民教育など、専門家の知見を広く取り入れて、具体的に実施することを望む。 
 
３ 生涯にわたる学習と文化芸術、スポーツ活動の推進 

 
 ① 生涯にわたって学び続けることができる環境づくり 
  ○ リカレント教育が進みつつある。様々な教育機関と連携して進められれているということで、

とても良いと感じた。引き続き広く連携した学習の機会の拡充をお願いする。 
 
② 文化芸術活動の活性化による地域づくり、文化芸術に親しむ環境づくり 

○ 文化芸術に親しむ体験は、子どもの成長に欠かせないうえ、生涯学習の観点からも必要なので、

引き続きお願いしたい。 
○ 美術館や博物館の特色を生かした展示活動や企画は、本物に触れるという視点で素晴らしい取

組である。ぜひ継続発展させてほしい。 
  また、文化財についても、ぜひ、利活用方法やコンテンツの提供などにより学校で郷土を愛す

る心の育成にも関連付けながら進めてほしい。 
 
 ⑤ 競技力の向上とスポーツの振興 

  ○ 競技力の向上、選手育成のために、様々な期間と連携することで、今後に期待が持てる。特に、

ジュニア期から、競技に関することだけでなく、食育やスポーツ医科学の知識を学ぶことは大変

重要である。 
 
⑥ 体力づくり、生涯にわたりスポーツに親しむ環境づくり 

 ○ コロナ禍においても、体育授業の工夫改善や体力向上の具体的な施策が充実しており、効果が

期待できる。動画コンテンツの作成及び Web での公開も運動意欲の喚起、継続に結びつくもの

である。 
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４ 誰もが安心して学べる教育環境づくり 

 
① 学校の適正規模・適正配置の推進、魅力ある学校づくりの推進 

 ○ 全国的にも中高一貫・県立高校附属中学の県を挙げての取り組みは評価されていることと思う

ので、成果が出るまで少し時間はかかると思うが、引き続き取り組んでいただきたい。 

 ○ 時代の変化に合わせた適正配置、魅力のある学校づくりは引き続きお願いしたい。 

 

② 信頼・尊敬される教員の育成 

  ○ 働き方改革推進のための具体的な施策がなされていることが評価できる。 
○ 一方で、管理を進める中で、逆に教職員に負担が生じるのではないかという事を危惧する。 

  ○ 先生方の子どもたちに与える影響は大変大きい。先生方には心身ともに健全な状態で教育活動

に従事していただきたい。そのため、人材確保、サポート体制の充実、働き方改革を進めていた

だきたい。 
 
③ 安全・安心な学校施設づくり、ＩＣＴ教育など社会の変化に対応した教育環境づくり 

  ○ 県内の全公立学校における、端末、Wi-Fi 大型提示装置等の整備が迅速に行われ、今後の ICT
を活用した授業実践に期待がもてる。また、経済的に困難を抱える世帯に対しての補助も、一人

一人を大切にし、誰一人として取り残さない姿勢の表れである。 
  ○ 教員の一人一台端末の徹底と、社会情勢等も踏まえた適切な更新についても検討いただきたい。 
 
④ いじめ、暴力行為や不登校等への対応、児童生徒等の安全の確保 

 ○ スクールカウンセラーの全校配置や「いばらき子ども SNS 相談」の拡張など、児童生徒が相談

できる窓口が充実しており、多様化・複雑化する悩みに対応できる体制が整えられている。 

 ○ いじめは加害者にも被害者にもなりうる。（すでに実施いただいていると思うが）ケーススタ

デイなど、当事者意識を持てる取り組みをお願いしたい。 

 

 ⑥ 子どもの貧困対策などすべての子どもたちへの学習機会の確保  

  ○ 貧困と学習問題に関して、NPO が担う役割も多いと感じている。行政としての直接的経済

的援助は重要だが、NPO との連携・支援も必要ではないか。 

 

 ⑦ 多様性を認め合う社会づくり、男女共同参画についての教育の推進 

  ○ 2020 年に夜間中学が開校されたが、そういった取り組みや在籍人数、特色ある教育等に

ついて、この項で示してもよいのではないか。 

  ○ 多様な取り組みをしていることが伺えた。 

ちなみに、学校管理職、教育委員会等の行政的管理職の女性の割合はどの程度か。ジェ

ンダー平等に関して施策側の意識改革が必要だと考えている。 
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